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「
堀
尾
古
記
」
の
翻
刻
と
検
討

佐
々
木
倫
朗
・
小
山
祥
子

は
じ
め
に

松
江
市
内
の
個
人
宅
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
堀
尾
古
記
」（
以
下
「
古
記
」
と
略
す
）

は
、
昭
和
初
期
に
行
わ
れ
た
『
島
根
縣
史
』
編
纂
の
際
に
史
料
的
発
見
が
な
さ
れ
、
と
り

わ
け
史
料
が
乏
し
い
堀
尾
氏
の
出
雲
・
隠
岐
支
配
期
の
叙
述
に
お
い
て
大
き
く
貢
献
し
た

史
料
で
あ
る
⑴

。
そ
し
て
、
そ
の
史
料
的
評
価
は
、
昭
和
四
十
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
修

　

島
根
県
史
』
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
評
価
を
受
け
、
史
料
編
に
お
い
て
そ
の
翻
刻
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
⑵

、「
古
記
」
は
、
堀
尾
氏
の
支
配
期
を
考

察
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
史
料
と
し
て
評
価
さ
れ
て
扱
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
「
古
記
」
は
、
基
本
的
に
編
年
体
で
記
さ
れ
て
お
り
、
近
世
初
頭
の
出
雲
・
隠
岐

の
状
況
を
知
る
上
で
大
変
理
解
し
や
す
い
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
例
え

ば
、
編
年
体
で
書
か
れ
て
い
る
以
上
は
、
「
古
記
」
は
、
日
記
の
よ
う
に
同
時
代
に
年
を

追
っ
て
書
か
れ
た
史
料
と
は
考
え
が
た
い
史
料
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
成
立
年
代
が
確
定
さ

れ
て
い
な
い
等
、
史
料
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
に
学
術
的
な
検
討
が
行
わ
れ
て

き
た
と
は
言
い
が
た
い
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
、
松
江
城
や
堀
尾
氏
支
配
期
の
史
料
が
極

め
て
乏
し
い
状
況
の
中
で
、
「
古
記
」
は
そ
の
考
察
を
行
う
た
め
に
不
可
欠
な
史
料
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「
古
記
」
を
今
後
も
近
世
初
期
の

分
析
に
用
い
て
い
く
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
そ
の
再
翻
刻
と
記
載
内
容
の
他
の

近
世
史
料
の
記
載
と
の
比
較
検
討
等
を
通
し
て
、
「
古
記
」
の
史
料
学
的
評
価
の
再
検
討

を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
、
「
堀
尾
古
記
」
の
翻
刻

本
節
で
は
、
「
古
記
」
の
翻
刻
を
示
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
史
料
的
な
現
状
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。
現
状
の
「
古
記
」
は
、
横
半
帳
の
和
綴
じ
本
の
体
裁
で
伝
え
ら
れ

て
い
る
（
写
真
参
照
Ｐ
〔
19
〕
）
。
そ
の
綴
じ
て
い
る
上
側
と
左
側
に
焦
げ
た
痕
跡
が
あ

り
、
焦
げ
て
い
る
部
分
が
消
失
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
以
下
の
翻
刻
で
も

示
す
が
、
行
頭
や
頁
頭
に
消
失
や
焦
げ
跡
の
た
め
に
「
古
記
」
が
書
か
れ
た
当
初
の
完
全

な
文
言
を
読
み
取
る
の
は
、
現
状
で
は
不
可
能
な
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
蔵
さ
れ
て

い
る
家
に
火
災
の
中
で
「
古
記
」
を
取
り
出
し
た
際
に
つ
い
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
「
古
記
」
が
伝
来
さ
れ
る
過
程
で
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後

に
触
れ
る
史
料
的
な
重
要
性
を
考
え
る
時
、
焦
げ
て
消
失
し
た
部
分
を
併
せ
て
分
析
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
極
め
て
残
念
な
状
況
で
あ
る
。
特
に
「
古
記
」
の
表
紙

部
分
に
は
、
か
す
か
に
「
内
」
の
文
字
が
判
読
で
き
、
本
来
は
「
古
記
」
と
異
な
る
史
料

名
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
判
読
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
内
容
を
踏
ま
え
て
『
島
根
縣
史
』
の
編
纂
時
の
史
料
名
で
あ
る
「
堀
尾
古
記
」
を
、

史
料
名
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
「
古
記
」
の
翻
刻
を
示
す
が
、
翻
刻
に
際
し
て
記
載
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

・
破
損
の
た
め
、
判
読
不
能
で
あ
る
文
字
・
箇
所
に
つ
い
て
は
、
■
で
示
し
た
。

・
判
読
不
明
文
字
つ
い
て
は
、
□
で
示
し
た
。

・
「
　
」
は
、
「
古
記
」
の
丁
の
表
裏
及
び
貼
紙
を
示
し
た
。

・
補
修
に
よ
っ
て
年
号
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
で

示
し
た
。

・
基
本
的
に
常
用
漢
字
を
用
い
た
。



〔3〕

　
　
　
　
一
生
駒
紀
伊
守
死

　
　
　
　
　
お
か
う
様
九
月
廿
三
日
ニ
御
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
左
衛
門
死

　
　
慶
長
辰甲
　
御
仕
置
　
右
同
　
算
用
　
右
同

　
　
　
九

　
　
　
　
一
三
月
廿
七
日
生
駒
紀
伊
守
相
果
ル

　
　
　
　
一
忠
氏
様
八
月
四
日
ニ
御
遠
行

　
　
　
　
一
お
か
う
様
九
月
廿
三
日
ニ
御
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
紙
表
）

　
　
　
　
一
三
之
介
様
初
而
御
上
洛
、
十
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
富
田
御
立
、
御
供

　
作
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
兵
衛

　
　
　
　
極
月
十
五
日
ニ
伏
見
ヲ
立
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
母

　
　
　
　
一
大
方
様
御
上
洛
、
但
三
之
介
様
初
而
御
上
洛
被
成
ニ
付

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
兵
衛
立
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛

　
　
同
十
巳乙
　
御
仕
置

　
宮
内

斎
介
　
算
用

　
少
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萑
部

　
　
　
　
一
吉
晴
様
御
上
洛
、
正
月
廿
四
日
ニ
富
田
御
立

　
　
　
　
一
忠
氏
様
御
上
洛
、
五
月
十
八
日
富
田
御
立

　
　
　
　
一
主
殿
様
へ
御
祝
言
、
九
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
一
知
行
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
人

　
　
同
七
寅壬
　
御
仕
置
　
宮
内
　
　
算
用
　
右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
介

　
　
　
　
一
主
膳
様
富
田
へ
御
見
廻
、
二
月

　
　
　
　
■
忠
氏
様
御
二
所
つ
れ
に
て
御
■
■

　
　
　
　
（
欠
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
紙
裏
）

　
　
（
慶
長
八
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
一
秀
頼
様
御
祝
言
、
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
ニ
小
田
原
へ

　
　
　
　
　
　
吉
晴
様

　
秀
頼
様
御
祝
言
ニ
付
　
　

　
　
　
　
一

　
忠
氏
様
御
上
洛
○
御
供

　
猪
兵
衛

　
　

作
右
衛
門
尉

　
　
　
　
一
石
川
主
殿
殿
御
子
達
小
田
原
へ
御
出

　
　
　
　
　
　
御
供

　
猪
兵
衛

（
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氏
政
子

　
　
氏
政

　
歳
五
十
九 

氏
直
歳
廿
八

　
　
陸
奥
守
五
十
四 

十
郎

　
廿
三

　
　
　
　
美
濃
守
五
十
一 

七
郎

　
十
八

　
　
弟

　
　
　
　
阿
波
守
四
十
七 

新
太
郎
十
五

　
　
　
左
右
衛
佐
三
十
五 

靏
千
代
七
ツ

　
　
　
山
上
江
右
衛
門 

松
田
尾
張
歳
六
十
二

 

子
新
六
三
十
五

 

左
馬
介
三
十
二

 

膳
次
郎
十
八

　 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
紙
表
）

　
　
慶
長
五
子庚
年
　
出
雲
御
入
国
　
十
一
月

　
　
　
　
　
御
仕
置
　
頼
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
方
　

彦
兵
衛
　
　

忠
左
衛
門
尉

　
　
同
　
六

丑辛
　
御
仕
置
　

頼
母

蔵
人
　
算
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
方
　

少
斎
　

助
兵
衛

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
紙
表
）

　
　
■
■
■
内

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貼
紙
）
「
島
根
縣
史

　
史
籍
記
録

　
原
簿
第
二
〇
四
八
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
尾
保

　
印
（
膳
写
済
）

　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
紙
表
）

　
　
■
月
九
日

　
尾
州
な
が
く
て
大
合
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
癸

　
　
■
■
十
八
年

　
■
寅
ノ
年
小
田
原
陣

　
　
　
　
十
九

　
　
■
禄
二
巳

　
秀
頼
誕
生

　
文
禄
元
辰壬
　
高
麗
陣

　
　
　
　
三
午

　
　
　
　
四
未

　
　
■
長
元
申丙
　
大
地
震
　
秀
次
様
御
果

　
　
　
　
二
酉丁

　
　
■
■
■
戌戊
　
太
閤
様
御
他
界
　
八
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
紙
表
）

　
　
■
■
八

寅癸
年
　
小
田
原
陣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
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右
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猪
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同
十
七
七

子壬
　
御
仕
置
　

民
部

伊
予
　
算
用
　
右
同

　
　
　
　
一
江
戸
御
普
請

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
三
月
十
一
日
松
江

　
　
　
　
（
御
立
、
七
月
八
日
ニ
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■
■
■
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■
■
様
江
戸
御
下
■
■
■

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供

　
猪
兵
衛

　

作
右
衛
門 

 
 

　

　
　
　
　
一
御
借
銀
之
事
、
老
衆
ト
談
合
可
仕
事
ヲ

　
　
　
　
　
民
部
・
伊
豫
両
人
申
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
郎
右
衛
門
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛

　
　
慶
長
十
九
寅甲
　
御
仕
置

　
右
同

　
算
用

　
萑
部

　
　
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
尾

　
　
　
　
一
江
戸
御
普
請
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（
七
紙
表
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
一
飛
鳥
井
少
将
殿
御
預
、
隠
岐
■
御
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛

　
　

慶
長

十
六
　
六
亥辛
　
御
仕
置
　

民
部

伊
予
　
算
用
　
萑
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
郎
右
衛
門

　
　
　
　
一
山
城
様
初
而
江
戸
御
出
、
二
月
五
日
ニ

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
五
月
二
日
ニ
御
帰
城

　
　
　
　
　
御
供

　
河
内

　
源
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
頼
母

　
猪
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
■
■

　
作
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
隼
人

　
竿
斎

　
　
　
　
一

　
此
年
か
ら
小
姓
衆
上
り
番
吟
味
究

　
　
　
　
　
　
吉
晴
様
衆
ノ
日
数
ス
テ
ニ
ナ
ル 
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（
六
紙
表
）

　
　
　
　
　
京
二
条
御
城
ニ
テ

　
　
　
　
一
相
国
様
・
秀
頼
様
御
参
会
三
月
廿
八
日

　
　
　
　
一
吉
晴
様
御
遠
行
、
六
月
十
七
日

　
　
　
　
一
六
月
廿
四
日
加
藤
肥
後
守
殿
御
病
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
ニ
テ

（
（
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同
十
三

　
申戊
　
御
仕
置

　
右
同

　
算
用

　
右
同

　
　
　
　
一
八
月
十
一
日
な
ら
殿
御
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
紙
表
）

　
　
　
　
一
松
江
越
、
十
月
二
日

　
　
　
　
一
堀
尾
勘
解
由
果
ル
、
極
月
五
日
京
ニ
テ

　
　
　
　
一
岡
部
藤
十
郎
殿
九
月
ニ
隠
岐
江
被
遣
候

　
　
　
　
一
飛
鳥
井
少
将
殿
同

　
　
慶
長
十
四
酉己
　
御
仕
置

　
右
同

　
算
用

　
右
同

　
　
　
　
一
杵
築
大
社
御
遷
宮
、
三
月
廿
八
日

　
　
　
　
一
丹
波
篠
山
御
普
請

　
　
　
　
一
伊
勢
御
遷
宮
、
大
々
神
楽
御
進
上

　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
角
之
介
御
使

　
　
　
　
一
堀
尾
掃
部
果
ル
、
三
月
廿
五
日

　
　
　
　
一
長
七
様
八
月
六
日
ニ
御
果

　
　
　
　
　
　
（
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
紙
裏
）

　
　
（
慶
長
十
五
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
一
三
之
介
様
伏
見
ニ
テ
初
而
御
目
見
、
卯
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
日
ニ
伏
見
御
立

　
　
　
　
一
三
之
介
様
御
帰
国
、
五
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
ゟ
富
田
へ
御
帰
城
、
七
月
廿
四
日

　
　
　
　
■
吉
晴
様
江
戸
御
出

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
紙
裏
）

　
　
（
慶
長
十
一
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
七
月
廿
日
御
帰
城

　
　
　
　
一
卯
月
六
日
ニ
生
駒
あ
ん
せ
い
果
ル

　
　
　
　
一

　
生
駒
弥
五
左
衛
門

　
三
ケ
月
ニ
テ
喧
嘩
、
九
月

　
　
　
　
　
　
小
野
斎
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛

　
　
慶
長
■
二
未丁
　
御
仕
置
　

宮
内

伊
豫
　
算
用
　
萑
部
　
　
　
　
吉
右
衛
門
加

　
　
十
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
郎
右
衛
門
加

　
　
　
　
一
駿
河
御
普
請

　
　
　
　
一
そ
う
は
様
卯
月
六
日
ニ
御
果

　
　
　
　
一
八
月
十
一
日
ニ
な
ら
殿
御
果

（
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同
十
七
七
子壬
　
御
仕
置

　
民
部

伊
予
　
算
用

　
右
同

　
　
　
　
一
江
戸
御
普
請

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
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十
一
日
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江

　
　
　
　
（
御
立
、
七
月
八
日
ニ
御
■
■
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郎
右
衛
門

　
　
　
　
一
山
城
様
初
而
江
戸
御
出
、
二
月
五
日
ニ

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
五
月
二
日
ニ
御
帰
城

　
　
　
　
　
御
供

　
河
内

　
源
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
頼
母

　
猪
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此
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か
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究
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数
ス
テ
ニ
ナ
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（
六
紙
表
）

　
　
　
　
　
京
二
条
御
城
ニ
テ

　
　
　
　
一
相
国
様
・
秀
頼
様
御
参
会
三
月
廿
八
日

　
　
　
　
一
吉
晴
様
御
遠
行
、
六
月
十
七
日

　
　
　
　
一
六
月
廿
四
日
加
藤
肥
後
守
殿
御
病
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
ニ
テ

（
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元
和
五

未己
　
御
仕
置
　
民
部
　
算
用
　

少
兵
衛
　

吉
右
衛
門

　
　
　
　
一
大
方
様
卯
月
四
日
ニ
御
果

　
　
　
　
一
将
軍
様
御
上
洛

　
　
　
　
一
広
島
御
陣
、
六
月
十
六
日
出
陣
、
同

　
　
　
　
　
　
七
月
六
日
ニ
帰
陣

　
　
　
　
一
忠
晴
様
広
島
ゟ
直
ニ
御
上
洛
、

　
　
　
　
　
　
御
供
　

伊
豆
　
　

源
左
衛
門
　
九
月
十
九
日
ニ
御
帰
城

　
　
　
　
　
　
　
廿
三
日

　
　
　
　
一
九
月
ニ
河
内
ヲ
隠
岐
へ
被
遣

　
　
　
　
■
■
晴
様
江
戸
御
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
紙
裏
）

　
　
　
（
元
和
六
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
大
坂
御
普
請
■
■

　
　
　
　
一
民
部
三
月
六
日
ニ
民
部
果
ル

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
ゟ
御
帰
城
、
五
月
朔
日

　
　
　
　
一
御
入
内
、
六
月
雅
楽
殿

大
炊
殿
為
御
名
代
御
上
洛

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
へ
御
下
、
十
一
月
廿
四
日
ニ

　
　
　
　
　
　
宇
都
宮
江
御
出
、
閏
三
月

　
　
　
　
一
大
角
石
御
進
上

　
　
　
　
一
七
月
三
日
江
戸
ニ
テ
三
郎
左
衛
門

善
兵
衛
　
　

御
目
安
上
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
三
日

　
　
　
　
　
九
月
ニ
民
部
江
戸
へ
被
召

　
　
　
　
　
　
九
月
十
三
日
ニ
松
江
罷
立
、
明
■
ノ
卯
ヵ
月
十
一
日
ニ
帰
ル

　
　
　
明
未
ノ

　
　
　
■
日
ニ
帰
国

　
　
　
　
一
十
二
月
八
日
う
き
の
殿
御
果

　
　
　
　
　
十
月
七
日
ニ
民
部
・
采
女
・
伊
豆
江
戸
下
着
、
十
一
日
ニ

　
　
　
　
　
雅
楽
様
ニ
テ
御
対
決
、
十
三
日
ニ
大
炊
様
ニ
テ
御
対
決
、

　
　
　
　
　
十
一
月
二
日
ニ
勘
左
衛
門
様
ニ
テ
御
対
決
、
同
廿
六
日
藤
十
郎
様
ニ
テ

　
　
　
　
　
御
対
決
、
十
二
月
十
四
日
ニ
雅
楽
様
ニ
テ
御
対
決
、
同
十
八
日

　
　
　
　
　
大
炊
様
ニ
テ
御
対
決
、
同
廿
一
日
ニ
對
馬
様
へ
但
馬
・
半
右
衛
門 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
紙
表
）

　
　
　
　
　
御
よ
ひ
被
成
、
及
両
人
被
召
出
山
岡
図
書
殿
へ
御
預
ケ
被
成
候
由

　
　
　
　
　
被
仰
出
、
同
廿
六
日
ニ
江
戸
ヲ
立
、
江
州
甲
賀
へ
被
遣

　
　
　
　
　
二
橋
忠
左
衛
門
つ
け
被
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛
死
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■
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛

　
　
　
元
和
二
辰丙
　
御
仕
置

　
民
部

　

村
尾
加
　
算
用

　
萑
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
右
衛
門

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
在
江

　
　
　
　
一
相
国
様
御
他
界
、
四
月
十
七
日

　
　
　
　
一
豊
国
破
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
紙
表
）

　
　
　
同
三
■
巳丁
　
御
仕
置

　
民
部

　
算
用

　
右
同

　
　
　
　
一
忠
晴
様
三
月
廿
四
日
ニ
御
帰
城

　
　
　
　
一
将
軍
様
御
上
洛

　
　
　
　
一
忠
晴
様
六
月
五
日
ニ
御
上
洛
、
御

　
　
　
　
　
在
京
　
御
供
　

大
隅

村
尾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
九
月
十
六
日
ニ
御
帰
城
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
紙
裏
）

　
　
　
（
元
和
四
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供
　

但
馬

内
膳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
ゟ
日
光
御
参
、
直
ニ

　
　
　
　
一
大
久
保
相
模
殿
御
身
上
果
ル
、
正
月

　
　
　
　
一
長
松
院
様
江
戸
御
下
、
三
月
二
日
ニ

　
　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供

　
作
左
衛
門
尉

　
　
　
　
一
大
坂
御
陣
、
十
月
十
八
日
出
雲
ヨ
リ
出
陣

　
　
　
　
　
　
忠
晴
様
江
戸
ゟ
十
月
六
日
ニ
御
出
陣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
五
日
ニ
京
ヲ
御
立
、
淀
へ
御
着

　
　
　
　
　
　
　
　
出
雲
ゟ
ハ
十
月
廿
八
日
■
■

　
　
　
　
　
　
　
出
雲
ゟ
ハ
十
月
廿
八
日
か
ら
出
陣

　
　
　
　
一
将
軍
様
十
月
廿
三
日
江
戸
御
出
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛

　
　
　
元
和
元

　
卯乙
　
御
仕
置

　
民
部

　
算
用

　
萑
部

　
　
　
　
　
　
　
（
後
欠
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
紙
裏
）

　
　
　
　
　
　
　
（
前
欠
）

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
霜
月
■
■

　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供
　

但
馬

内
膳 
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元
和
五
未己
　
御
仕
置

　
民
部

　
算
用

　
少
兵
衛

　

吉
右
衛
門

　
　
　
　
一
大
方
様
卯
月
四
日
ニ
御
果

　
　
　
　
一
将
軍
様
御
上
洛

　
　
　
　
一
広
島
御
陣
、
六
月
十
六
日
出
陣
、
同

　
　
　
　
　
　
七
月
六
日
ニ
帰
陣

　
　
　
　
一
忠
晴
様
広
島
ゟ
直
ニ
御
上
洛
、

　
　
　
　
　
　
御
供

　
伊
豆

　
　

源
左
衛
門
　
九
月
十
九
日
ニ
御
帰
城

　
　
　
　
　
　
　
廿
三
日

　
　
　
　
一
九
月
ニ
河
内
ヲ
隠
岐
へ
被
遣

　
　
　
　
■
■
晴
様
江
戸
御
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
紙
裏
）

　
　
　
（
元
和
六
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
大
坂
御
普
請
■
■

　
　
　
　
一
民
部
三
月
六
日
ニ
民
部
果
ル

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
ゟ
御
帰
城
、
五
月
朔
日

　
　
　
　
一
御
入
内
、
六
月
雅
楽
殿

大
炊
殿
為
御
名
代
御
上
洛

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
へ
御
下
、
十
一
月
廿
四
日
ニ

　
　
　
　
　
　
宇
都
宮
江
御
出
、
閏
三
月

　
　
　
　
一
大
角
石
御
進
上

　
　
　
　
一
七
月
三
日
江
戸
ニ
テ
三
郎
左
衛
門

善
兵
衛

　
　

御
目
安
上
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
三
日

　
　
　
　
　
九
月
ニ
民
部
江
戸
へ
被
召

　
　
　
　
　
　
九
月
十
三
日
ニ
松
江
罷
立
、
明
■
ノ
卯
ヵ
月
十
一
日
ニ
帰
ル

　
　
　
明
未
ノ

　
　
　
■
日
ニ
帰
国

　
　
　
　
一
十
二
月
八
日
う
き
の
殿
御
果

　
　
　
　
　
十
月
七
日
ニ
民
部
・
采
女
・
伊
豆
江
戸
下
着
、
十
一
日
ニ

　
　
　
　
　
雅
楽
様
ニ
テ
御
対
決
、
十
三
日
ニ
大
炊
様
ニ
テ
御
対
決
、

　
　
　
　
　
十
一
月
二
日
ニ
勘
左
衛
門
様
ニ
テ
御
対
決
、
同
廿
六
日
藤
十
郎
様
ニ
テ

　
　
　
　
　
御
対
決
、
十
二
月
十
四
日
ニ
雅
楽
様
ニ
テ
御
対
決
、
同
十
八
日

　
　
　
　
　
大
炊
様
ニ
テ
御
対
決
、
同
廿
一
日
ニ
對
馬
様
へ
但
馬
・
半
右
衛
門 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
紙
表
）

　
　
　
　
　
御
よ
ひ
被
成
、
及
両
人
被
召
出
山
岡
図
書
殿
へ
御
預
ケ
被
成
候
由

　
　
　
　
　
被
仰
出
、
同
廿
六
日
ニ
江
戸
ヲ
立
、
江
州
甲
賀
へ
被
遣

　
　
　
　
　
二
橋
忠
左
衛
門
つ
け
被
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
兵
衛
死
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公
方
様

将
軍
様
御
上
洛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
紙
表
）

　
　
　
　
一
九
月
六
日
行
幸

　
　
　
　
一
九
月
十
五
日
大
御
台
様
御
他
界

　
　
　
　
一
十
月
七
日
ニ
忠
晴
様
御
帰
国

　
　
　
　
一
十
二
月
十
三
日
こ
を
り
殿
御
遠
行

　
　
　
　
（
貼
り
紙
）

　
　
　
　
　
「
一
閏
卯
月
ニ
隠
岐
国
ニ
テ

至
　

飛
鳥
井
少
将
殿
遠
行
」

　
　

寛
永

　
四

　
丁卯

　
御
仕
置

　
采
女

　
　
　

伊
豆
九
月
ゟ
　
算
用

　
吉
右
衛
門

加
兵
衛

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
二
月
廿
八
日
ニ

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供

　
但
馬

内
膳

　
　
（
欠
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
紙
裏
）

　
（
寛
永
五
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
一
大
坂
大
普
請

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
在
江

　
　
　
　
一
此
年
吟
味

　
　
　
　
　
一
自
賄
初
ル
定
、
子亥
ノ
御
供
亥
へ

　
　
　
　
　
　
可
取
候
、
相
談
次
第

　
　
　
　
　
一
役
ノ
衆
ゟ
御
取
候
小
姓
、
二
年
目
ヲ

　
　
　
　
　
　
自
賄
ニ
究

　
　
　
　
（
欠
）
御
知
行
被
下
衆
（
以
下
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
二
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
隠
岐
国
惣
百
姓
御
目
安
上
ル

　
　
　
　
　
竹
林
被

　
仰
付

　
宗
與

（
賢
ヵ
）

　

虎
之
介

　
　
　
　
　
村
尾
被

　
召
放

　
　
　
　
一
宗
浦
様
、
七
月
九
日
ニ
御
果
、
隠
岐
ニ
テ

　
　

寛
永

　
三

　
寅丙
　
御
仕
置

　
采
女

但
馬
　
算
用

　
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
忠
晴
様
五
月
六
日
ニ
御
上
洛
、
有
馬

　
　
　
　
　
御
入
湯
、
御
在
京
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一
大
坂
御
普
請
用
意

　
　
　
　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
紙
裏
）

　
　
（
元
和
九
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
上
洛
○
有
馬
御
湯
治
、
直
（
欠
）

　
　
　
　
　
御
下
、
御
供

　
大
隅
御
□
壽
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
ま
で

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
馬
京
迄

　
　
一
両
上
様
御
上
洛
、
五
月
廿
五
日

　
　
一
忠
晴
様
江
戸
ゟ
御
上
洛
、
閏
八
月

　
　
　
　
十
一
日
ニ
御
帰
国

　
　
一
同
十
一
月
廿
六
日
ニ
松
江
御
立
、
江
戸

　
　
　
　
御
下
、
備
前
御
見
廻
、
御
供
　

采
女

但
馬  

 
 

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
紙
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
馬

　
　
寛
永
永
元

子甲
　
御
仕
置
　
伊
豆
　
算
用
　

吉
右
衛
門

少
兵
衛
煩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
尾

　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供

　
但
馬

内
膳

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
ニ
テ

　
　
　
　
一
兵
部
○
十
二
月
廿
八
日
ニ
請
取
、
廿
九
日
ニ
出
雲
へ

　
　
　
　
被
遣
、
酉
正
月
廿
三
日
ニ
安
来
へ
参
着
、
直
ニ

　
　
　
　
隠
岐
へ
被
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
馬

　
　
　
元
和
七
酉辛
　
御
仕
置

　
伊
豆

　
算
用

　
右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
尾

　
　
　
　
　
■
張
様
火
本
、
正
月
廿
四
日
ノ
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
紙
表
）

　
　
　
　
一
山
田
監
物
於
江
戸
六
月
朔
日
ニ
被
仰
付
、
則
其
夜

　
　
　
　
　
雲
州
へ
平
野
徳
右
衛
門
・
野
中
羽
左
衛
門
両
人
被
遣
せ
か
れ
左
京
被
仰
付

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
ゟ
御
帰
城
、
九
月
朔
日

　
　
　
　
同
八
戌壬
　
御
仕
置
　
右
同
　
算
用
　
右
同
　
　
　

　
　
　
　
一
忠
晴
様
正
月
十
日
ニ
松
江
御
立
、
有
馬

　
　
　
　
　
　
御
湯
治
、
直
ニ
江
戸
御
下
、
御
供
　

伊
豆

内
膳
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公
方
様

将
軍
様
御
上
洛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
紙
表
）

　
　
　
　
一
九
月
六
日
行
幸

　
　
　
　
一
九
月
十
五
日
大
御
台
様
御
他
界

　
　
　
　
一
十
月
七
日
ニ
忠
晴
様
御
帰
国

　
　
　
　
一
十
二
月
十
三
日
こ
を
り
殿
御
遠
行

　
　
　
　
（
貼
り
紙
）

　
　
　
　
　
「
一
閏
卯
月
ニ
隠
岐
国
ニ
テ

至
　

飛
鳥
井
少
将
殿
遠
行
」

　
　

寛
永

　
四

　
丁卯

　
御
仕
置

　
采
女

　
　
　

伊
豆
九
月
ゟ
　
算
用

　
吉
右
衛
門

加
兵
衛

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
二
月
廿
八
日
ニ

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供
　

但
馬

内
膳

　
　
（
欠
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
紙
裏
）

　
（
寛
永
五
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
一
大
坂
大
普
請

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
在
江

　
　
　
　
一
此
年
吟
味

　
　
　
　
　
一
自
賄
初
ル
定
、
子亥
ノ
御
供
亥
へ

　
　
　
　
　
　
可
取
候
、
相
談
次
第

　
　
　
　
　
一
役
ノ
衆
ゟ
御
取
候
小
姓
、
二
年
目
ヲ

　
　
　
　
　
　
自
賄
ニ
究

　
　
　
　
（
欠
）
御
知
行
被
下
衆
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
二
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
隠
岐
国
惣
百
姓
御
目
安
上
ル

　
　
　
　
　
竹
林
被
　
仰
付
　

宗
與

（
賢
ヵ
）

　

虎
之
介

　
　
　
　
　
村
尾
被
　
召
放

　
　
　
　
一
宗
浦
様
、
七
月
九
日
ニ
御
果
、
隠
岐
ニ
テ

　
　

寛
永

　
三

　
寅丙
　
御
仕
置
　

采
女

但
馬
　
算
用
　
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
忠
晴
様
五
月
六
日
ニ
御
上
洛
、
有
馬

　
　
　
　
　
御
入
湯
、
御
在
京
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廿
七
日
ニ
京
を
御
返
江
戸
へ
御
帰
候

　
　
　
　
一
江
戸
ヨ
リ
肥
後
へ
御
上
使
、
七
月

　
　
　
　
　
稲
葉
丹
後
殿
・
内
藤
左
馬
殿
・
石
川
主
殿
殿

　
　
　
　
　
同
宗
十
郎
殿
・
同
権
十
郎
殿
・
伊
丹
播
磨
殿

　
　
　
　
　
秋
山
修
理
殿
・
曽
我
又
左
衛
門
殿

　
　
（
十
四
紙
裏
貼
紙
）

　
　
　
　
「
一
奥
田
主
水
、
稲
葉
丹
後
殿
御
使
ニ

　
　
　
　
　
　
京
都
マ
テ
被
遣
、
直
ニ
肥
後
へ
御
供

　
　
　
　
　
　
仕
参
彼
地
ゟ
御
戻
シ
候
、
雲
州
ゟ

　
　
　
　
　
　
肥
後
へ
御
見
舞
之
為
御
使
者

　
　
　
　
　
　
森
勘
兵
衛
・
長
瀬
弥
左
衛
門
両
人

　
　
　
　
　
　
被
遣
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
一
稲
葉
丹
後
殿
肥
後
ゟ
御
帰
之
時
、
京
都
へ

　
　
　
　
　
御
見
廻
候
為
御
使
但
馬
八
月
六
日
ニ

　
　
　
　
　
罷
上
、
九
月
六
日
ニ
帰
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
紙
表
）

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
九
月
十
二
日
ニ

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供

　
隼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縫
殿
助

　
　
　
　
一
御
新
嫂
様
御
よ
ろ
こ
び
、
十
二
月

　
　
　
　
　
九
日
子
刻
、
姫
君
様
御
誕
生

　
　
　
　
　
同
廿
三
日
ニ
御
飛
脚
参
着

　
　
　
　
一
御
ふ
り
様
御
祝
言
、
七
月
廿
四
日

　
　
　
　
一
相
国
様
御
不
例
ニ
付
大
社
ニ
テ
御
祈
念 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
紙
表
）

　
　
同
九
　
申壬
　
御
仕
置
　
采
女
　
算
用
　

加
兵
衛
　
　
　
　
　
　

喜
平
次
九
月
ヨ
リ
加
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
相
国
様
薨
御
、
正
月
廿
四
日
亥
刻

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
帰
国
、
二
月
晦
日

　
　
　
　
一
神
魂
宮
御
造
営

　
　
　
　
　
六
月
九
日
假
遷
宮
、
千
家
執
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
入
有

　
　
　
　
　
御
名
代

　
伊
豫
、
社
参

　
　
　
　
　
九
月
廿
九
日
正
遷
宮
、
千
家
執
行

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
紙
裏
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
太
夫
・
勘
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
御
小
人
肝
煎
新
貝
大
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
右
之
衆
鉄
砲
豊
前
小
倉
と
く
り
き
迄

　
　
　
　
　
被
参
ル
、
七
月
四
日
ニ
松
江
迄
出
、
同
廿
五
日
六
日
ニ
帰
ル

　
　
　
　
一
春
日
様
七
月
四
日
ニ
江
戸
御
立
御
上
洛
、
九
月
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寛
永

　
六

　
巳己
　
御
仕
置

　
但
馬

　
算
用

　
右
同

　
　
　
　

　
　
　
　
一
御
屋
敷
御
作
事
、
二
月
廿
三
日
御

　
　
　
　
　
作
事
初
、
閏
二
月
十
六
日
ニ
釿
始

　
　
　
　
一
伊
勢
御
遷
宮
九
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
大
々
神
楽
御
進
上
、
銀
壱
貫
弐
百
目

　
　
　
　
　
御
使
ニ
窪
田
角
之
丞
参
、
極
月
三
日
ニ
上
ル

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
帰
城
十
一
月
廿
三
日

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
紙
裏
）

　
（
寛
永
七
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供
　
■
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
膳

　
　

寛
永

　
八

八
未辛
　
御
仕
置
　

采
女

但
馬
　
算
用
　

加
兵
衛
　

加
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
ニ
江
戸
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
よ
び

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
在
江

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
■
（
一
ヵ
）
忠
晴
様
正
月
七
日
御
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
同
十
三
日
但
馬
・
内
膳
下
ル

　
　
　
　
　
　
一
隠
岐
ニ
テ
河
内
被
仰
付
、
正
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
部

　
　
　
　
山
路
所
左
衛
門

　
松
江
ヲ
正
月
十
五
日
ニ
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
郎
左
衛
門

　
浅
井
勘
左
衛
門
尉

　
　
　
　
廿
三
日
ニ
戻
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
兵
衛

　
　
　
　
　
　
一
大
坂
御
普
請
、
丹
波
・
六
左
衛
門

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

（
所
ヵ
）　

兵
衛
・
惣
左
衛
門

　
上
ル

　
　
　
　
　
　
一
卯
月
十
七
日
東
照
権
現
、
御
遷
宮

　
　
　
　
　
　
一
卯
月
廿
五
日
伊
豫
果
ル

　
　
　
　
　
　
一
七
月
八
日
ニ
但
馬
大
坂
江
青
山
大
蔵
殿

安
藤
右
京
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
御
見
廻
御
使
ニ
被
遣
、
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
日
ニ
帰
ル

　
　
　
　
　
　
一
永
福
院
様
七
月
廿
七
日
御
遠
行
、
京
ニ
テ

　
　
　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
十
一
月
十
四
日
ニ

　
　
　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供
　

大
隅
　
　

源
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
紙
表
）

（
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廿
七
日
ニ
京
を
御
返
江
戸
へ
御
帰
候

　
　
　
　
一
江
戸
ヨ
リ
肥
後
へ
御
上
使
、
七
月

　
　
　
　
　
稲
葉
丹
後
殿
・
内
藤
左
馬
殿
・
石
川
主
殿
殿

　
　
　
　
　
同
宗
十
郎
殿
・
同
権
十
郎
殿
・
伊
丹
播
磨
殿

　
　
　
　
　
秋
山
修
理
殿
・
曽
我
又
左
衛
門
殿

　
　
（
十
四
紙
裏
貼
紙
）

　
　
　
　
「
一
奥
田
主
水
、
稲
葉
丹
後
殿
御
使
ニ

　
　
　
　
　
　
京
都
マ
テ
被
遣
、
直
ニ
肥
後
へ
御
供

　
　
　
　
　
　
仕
参
彼
地
ゟ
御
戻
シ
候
、
雲
州
ゟ

　
　
　
　
　
　
肥
後
へ
御
見
舞
之
為
御
使
者

　
　
　
　
　
　
森
勘
兵
衛
・
長
瀬
弥
左
衛
門
両
人

　
　
　
　
　
　
被
遣
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
一
稲
葉
丹
後
殿
肥
後
ゟ
御
帰
之
時
、
京
都
へ

　
　
　
　
　
御
見
廻
候
為
御
使
但
馬
八
月
六
日
ニ

　
　
　
　
　
罷
上
、
九
月
六
日
ニ
帰
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
紙
表
）

　
　
　
　
一
忠
晴
様
江
戸
御
下
、
九
月
十
二
日
ニ

　
　
　
　
　
松
江
御
立
、
御
供
　
隼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縫
殿
助

　
　
　
　
一
御
新
嫂
様
御
よ
ろ
こ
び
、
十
二
月

　
　
　
　
　
九
日
子
刻
、
姫
君
様
御
誕
生

　
　
　
　
　
同
廿
三
日
ニ
御
飛
脚
参
着

　
　
　
　
一
御
ふ
り
様
御
祝
言
、
七
月
廿
四
日

　
　
　
　
一
相
国
様
御
不
例
ニ
付
大
社
ニ
テ
御
祈
念 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
紙
表
）

　
　
同
九

　
申壬
　
御
仕
置

　
采
女

　
算
用

　
加
兵
衛

　
　
　
　
　
　

喜
平
次
九
月
ヨ
リ
加
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
相
国
様
薨
御
、
正
月
廿
四
日
亥
刻

　
　
　
　
一
忠
晴
様
御
帰
国
、
二
月
晦
日

　
　
　
　
一
神
魂
宮
御
造
営

　
　
　
　
　
六
月
九
日
假
遷
宮
、
千
家
執
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
入
有

　
　
　
　
　
御
名
代

　
伊
豫
、
社
参

　
　
　
　
　
九
月
廿
九
日
正
遷
宮
、
千
家
執
行

　
　
　
　
（
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
紙
裏
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
太
夫
・
勘
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
御
小
人
肝
煎
新
貝
大
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
右
之
衆
鉄
砲
豊
前
小
倉
と
く
り
き
迄

　
　
　
　
　
被
参
ル
、
七
月
四
日
ニ
松
江
迄
出
、
同
廿
五
日
六
日
ニ
帰
ル

　
　
　
　
一
春
日
様
七
月
四
日
ニ
江
戸
御
立
御
上
洛
、
九
月
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御
横
目
　
　

多
賀
左
近
様
　
　
　

馬
場
三
郎
左
衛
門
様
　
　
　
　
　
　
■
■
■
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
出
大
和
様

　
　
　
　
　
御
在
番
　
　
古
田
兵
部
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
出
雲
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田
九
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
御
勘
定
衆
　
油
井
平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窪
田
喜
左
衛
門
尉

　
　
　
　
■
■
■
御
衆
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
十
一
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
罷
出
候
、
同
二
日
ニ
采
女
松
江
■
■

　
　
　
　
　
　
　
正
月
廿
六
日
ニ
京
都
罷
立
江
戸
へ

　
　
　
　
　
　
　
下
リ
申
候
、
六
月
廿
四
日
ニ
京
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
六
月
廿
八
日
ニ
大
坂
ゟ
高
野
へ
参
、
采
女
・
猪
兵
衛
・
但
馬
・
修
理
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隼
人
・
大
隅
参

　
　
　
　
　
　
　
上
リ
申
候

　
　

　
　
　
　
　
　
　
四
月
朔
日
、
御
誕
生

　
千
勝
様

　
　
　
　
　
　
　
四
月
廿
七
日
、
御
ふ
り
様
御
遠
行

　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
九
日
日
御
碕
造
営
ノ
被

　
仰
出

　
　
　
　
（
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
紙
裏
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
■
五
日
■
夜
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
山
城
様
ハ
廿
日
ニ
御
果
被
成
候
、
廿
六
日

　
　
　
　
　
朝
隼
人
・
伊
豆
・
但
馬
・
内
膳
致

　
　
　
　
　
同
道
、
雅
楽
様
へ
罷
出
候
へ
ハ
掃
部
様

　
　
　
　
　
大
炊
様
・
讃
岐
様
御
座
被
成
候
、
其

　
　
　
　
　
座
敷
ニ
主
殿
様
・
美
作
様
も
御
座

　
　
　
　
　
被
成
候
、
御
奉
行
衆
様
被
仰
渡
候
様

　
　
　
　
　
子
承
罷
帰
、
下
屋
敷
へ
参
候
、
則

　
　
　
　
　
廿
六
日
ノ
申
ノ
刻
ニ
松
村
監
物
切

　
　
　
　
　
腹
仕
候
、
其
晩
ニ
山
城
様
監
物

　
　
　
　
　
取
置
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
雲
ヲ
立

　
　
　
　
三
人

　
　
　
　
一
九
月
十
一
日
ニ
○
伊
豆
・
但
馬
・
内
膳
四
人

　
　
　
　
　
同
廿
五
日
江
戸
下
着
、
十
月
十
一
日
ニ
江
戸
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
紙
表
）

　
　
　
　
　
立
、
十
月
廿
九
日
ニ
雲
州
へ
参
着
、

　
　
　
　
　
十
一
月
三
日
ニ
堀
ゟ
内
ノ
侍
共
家
ヲ

　
　
　
　
　
あ
け
申
候

　
　
　
　
　
御
上
使

　
　

松
平
和
泉
様

　
　

松
平
庄
右
衛
門
様
　
　
　
　
　
　
■

（

御

横

目

）

■
■
■
■
■
■

（（（

（
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西
ハ
美
濃

　
　
　
　
　
東
海
道

　
　
飛
騨

　
小
出
大
隅

　
　
　
　
　
　
　
　
東
ハ
安
房

　
永
井
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
総

　
桑
山
内
匠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
総

　
　
　
　
一
治
部
卿
三
月
七
日
ニ
死

　
　
　
　
一
市
橋
伊
豆
殿
・
柘
植
平
右
衛
門
尉
殿
・
村
越

　
　
　
　
　
七
郎
右
衛
門
尉
殿
、
四
月
廿
四
日
午
ノ
刻
ニ
伯
州

　
　
　
　
　
米
子
へ
御
着
被
成
候
、
則
出
雲
ノ
絵
図

　
　
　
　
　
持
ニ
テ
但
馬
罷
出
、
国
之
様
子
申
上
候
、

　
　
　
　
　
廿
五
日
ノ
晩
ニ
米
子
御
出
船
被
成
、
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
紙
表
）

　
　
　
　
　
六
日
ノ
辰
ノ
刻
雲
州
美
保
関
へ
御

　
　
　
　
　
着
岸
、
但
馬
・
主
水
御
さ
き
へ
参
候
、

　
　
　
　
　
廿
九
日
之
夜
丑
ノ
刻
御
三
殿

　
　
　
　
　
美
保
関
御
出
船
被
成
、
隠
岐
国
ノ

　
　
　
　
　
嶋
前
へ
御
渡
海

　
　
　
　
　
五
月
十
三
日
ノ
夜
隠
岐
国
千
波
村

　
　
　
　
　
ゟ
御
出
船
被
成
、
十
四
日
ノ
巳
ノ
刻
ニ

　
　
　
　
　
雲
州
か
ゝ
浦
へ
御
着
被
成
候
、
六
月

　
　
　
　
　
朔
日
ニ
石
州
へ
御
通

　
　
　
　
一
五
月
廿
八
日
ニ
終
日
雨
ふ
り
殊
外

　
　
　
　
　
大
水
出
、
出
雲
国
中
悉
破
損

　
　
　
　
一
極
月
廿
六
日
戌
刻
、
大
地
震

　
　
　
　
一
松
平
新
太
郎
様
火
事
、
極
月
廿
九
日
夜
子
刻

　
　
　
　
　
類
火
松
平
中
務
殿
・
細
川
越
中
殿
・
前
田
大
和
殿

　
　
　
　
　
加
賀
肥
前
殿
・
藤
堂
大
学
殿
・
生
駒
壱
岐
殿

　
　
　
　
　
松
平
伊
豆
殿
・
松
平
五
郎
殿
・
伊
奈
半
十
郎
殿

　
　
　
　

　
　

寛
永

　
十

十
年

　
酉癸
　
御
仕
置

　
采
女

　
算
用

　
加
兵
衛

喜
平
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
正
月
十
一
日
ノ
夜
丑
刻
、
大
地
震
、
江
戸

　
　
　
　
■
■
■
■
同
二
月
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
紙
裏
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
丹
波

　
　
　
　
　
五
畿
内
　
並
四
国
　
溝
口
伊
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
伊
　
川
橋
丹
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
　
牧
野
織
部

（（

（
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御
横
目

　
　

多
賀
左
近
様

　
　
　

馬
場
三
郎
左
衛
門
様
　
　
　
　
　
　
■
■
■
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
出
大
和
様

　
　
　
　
　
御
在
番

　
　
古
田
兵
部
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
出
雲
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田
九
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
御
勘
定
衆

　
油
井
平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窪
田
喜
左
衛
門
尉

　
　
　
　
■
■
■
御
衆
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
十
一
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
罷
出
候
、
同
二
日
ニ
采
女
松
江
■
■

　
　
　
　
　
　
　
正
月
廿
六
日
ニ
京
都
罷
立
江
戸
へ

　
　
　
　
　
　
　
下
リ
申
候
、
六
月
廿
四
日
ニ
京
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
六
月
廿
八
日
ニ
大
坂
ゟ
高
野
へ
参
、
采
女
・
猪
兵
衛
・
但
馬
・
修
理
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隼
人
・
大
隅
参

　
　
　
　
　
　
　
上
リ
申
候
　
　

　
　
　
　
　
　
　
四
月
朔
日
、
御
誕
生
　
千
勝
様

　
　
　
　
　
　
　
四
月
廿
七
日
、
御
ふ
り
様
御
遠
行

　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
九
日
日
御
碕
造
営
ノ
被
　
仰
出

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
紙
裏
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
■
五
日
■
夜
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
山
城
様
ハ
廿
日
ニ
御
果
被
成
候
、
廿
六
日

　
　
　
　
　
朝
隼
人
・
伊
豆
・
但
馬
・
内
膳
致

　
　
　
　
　
同
道
、
雅
楽
様
へ
罷
出
候
へ
ハ
掃
部
様

　
　
　
　
　
大
炊
様
・
讃
岐
様
御
座
被
成
候
、
其

　
　
　
　
　
座
敷
ニ
主
殿
様
・
美
作
様
も
御
座

　
　
　
　
　
被
成
候
、
御
奉
行
衆
様
被
仰
渡
候
様

　
　
　
　
　
子
承
罷
帰
、
下
屋
敷
へ
参
候
、
則

　
　
　
　
　
廿
六
日
ノ
申
ノ
刻
ニ
松
村
監
物
切

　
　
　
　
　
腹
仕
候
、
其
晩
ニ
山
城
様
監
物

　
　
　
　
　
取
置
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
雲
ヲ
立
　
　
　
　
三
人

　
　
　
　
一
九
月
十
一
日
ニ
○
伊
豆
・
但
馬
・
内
膳
四
人

　
　
　
　
　
同
廿
五
日
江
戸
下
着
、
十
月
十
一
日
ニ
江
戸
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
紙
表
）

　
　
　
　
　
立
、
十
月
廿
九
日
ニ
雲
州
へ
参
着
、

　
　
　
　
　
十
一
月
三
日
ニ
堀
ゟ
内
ノ
侍
共
家
ヲ

　
　
　
　
　
あ
け
申
候

　
　
　
　
　
御
上
使
　
　

松
平
和
泉
様
　
　

松
平
庄
右
衛
門
様
　
　
　
　
　
　
■

（

御

横

目

）

■
■
■
■
■
■

（（（

（
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勤
被
成
候
、
五
月
廿
日
廿
一
日
大
水
出
、

　
　
　
　
　
　
　
七
月
十
一
日
ニ
江
戸
御
本
丸
火
事

　
　
　
　
　
　
　
九
月
廿
一
日
　
千
代
姫
君
様
御
祝
言

　
　
　
　
　
　
　
御
輿
尾
張
様
御
屋
形
へ
入

　
　
同
十
七
辰庚
　
正
月
十
八
日
於
江
戸
御
老
中
様
□

　
　
　
　
■
下
被
成
候
由
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
十
八
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
　
十
九

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
■
様
御
供
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
■
出
被
成
候
由

　
　
　
　
　
五
月
朔
日
ニ
御
暇
出
、
六
月
廿
三
日
ニ

　
　
　
　
　
御
帰
国
被
成
候

　
　
寛
永

　
未癸
　
三
月
廿
六
日
松
江
御
立
、
江
戸
へ
御
参
勤

　
　
　
　
　
　
　
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
煩
ニ
テ
閏
三
月
四
日
ニ
御
果
候

　
　
　
　
　
　
　
跡
目
左
京
殿
へ
不
相
替
被
下
候
、
四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
讃
岐
殿
ニ
テ
掃
部
殿
・
大
炊
殿
・
伊
豆
殿
・
加
賀
殿

　
　
　
　
　
　
　
豊
後
殿
御
寄
合
ニ
テ
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
一
姫
君
様
閏
三
月
五
日
ニ
御
誕
生
被
成
候

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
七
日
御
本
丸
へ
か
り
の
御
さ
た
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
九
月
十
九
日
本
御
触
礼

　
　
同
十
五
戊

　
正
月
朔
日
島
原
ニ
テ
板
倉
内
膳
殿
討
死

　
　
　
　
　
■

　
二
月
十
八
日
ニ
松
平
出
羽
守
様
出
雲
国

　
　
　
　
　
御
拝
領
被
成
、
同
三
月
廿
一
日
ニ
御
入
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
紙
表
）

　
　
　
　
　
六
月
廿
三
日
ニ
但
馬
京
ヲ
立
、
七
月

　
　
　
　
　
二
日
ニ
松
江
参
着
、
同
六
日
ニ
御
礼

　
　
　
　
　
相
済
、
九
日
ニ
屋
敷
拝
領
い
た
し
候

　
　
　
　
　
十
一
日
ニ
屋
敷
へ
移
り
申
候
、
九
月
廿
七
日
ニ

　
　
　
　
　
子
共
京
都
ゟ
引
越
松
江
下
着
申
候

　
　

寛
永

十
六

　
六
卯己
　
正
月
二
日
晩
御
屋
敷
ニ
而
御
う
た
ひ
初

　
　
　
　
二
月
廿
日
ニ
松
江
御
立
、
江
戸
御
参
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五
月
十
八
日
龍
頭
鷁
首
為
御
見

　
　
　
　
　
　
　
物
海
へ
御
成

　
　
　
　
　
　
　
七
月
十
二
日
夜
半
ニ
火
本
島
津
殿
ゟ
越
前
殿

　
　
　
　
　
　
　
真
田
河
内
殿
・
正
宗
殿
・
信
濃
殿
親
子
・
右
馬
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　
春
日
様
へ
七
月
十
六
日
ニ
千
勝
様

　
　
　
　
　
　
　
御
出
被
成
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
芸
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
御
普
請

　
大
学
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玄
番
殿

　
　
　
　
　
　
　
駿
河
火
事
、
十
一
月
廿
九
日
之
夜
八
ツ

　
　
　
　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
十
三
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
■
■
同
廿
九
日
ニ
江
戸
ヲ
立
、
（
以
下
欠
）

　
　

寛
永

十
四
四
丑丁
　
江
戸
本
丸
御
作
事
、
正
月
ゟ
御

普
（
譜
）

代

　
　
　
　
　
　
　
家
衆
ニ
被
仰
付
候
、
御
殿
守
之
台
浅
野

　
　
　
　
　
　
　
安
芸
守
殿
・
黒
田
右
衛
門
佐
殿
ニ
被
仰
付
候
、
西
国

　
　
　
　
　
　
　
大
名
衆
後
ノ
三
月
中
ニ
不
残
参
府
也

　
　
　
　
　
　
　
有
之

　
　
一
将
軍
様
御
上
洛
、
六
月
廿
日
ニ
江
戸
御

　
　
　
　
　
　
出
馬
、
七
月
十
一
日
ニ
御
入
洛
、
七
月
ニ

　
　
　
　
　
　
閏
ア
リ
、
八
月
五
日
ニ
還
御

　
　
　
　
　
　
閏
七
月
廿
三
日
ノ
夜
、
江
戸
西
ノ
丸
火
事

　
　
　
　
　
　
十
二
月
十
一
日
ニ
采
女
京
ヲ
罷
立

　
　
　
　
　
　
江
戸
へ
下
リ
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
（
貼
紙
断
簡

　
は
が
れ
た
状
態
で
頁
に
挟
ま
れ
る
）

　
　
「

　
　
出
馬
、
七
月
十
一
日
御
入
洛
、
閏
七
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
夜
、
江
戸
西
ノ
丸
火
事
、
八
月
五
日
ニ

　
　
　
　
　
　
　
還
御
、
十
月
七
日
ニ
高
野
へ
但
馬
・
縫
殿
・
下
井
十
太
郎
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
石
塔
ヲ
立
ル

　
　
　
　
　
十
二
月
十
一
日
ニ
采
女
京
ヲ
立
江
戸
へ

　
　
　
　
　
下
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
紙
表
）

　
　

寛
永

十
二
　
亥乙
　
正
月
二
日
ニ
猪
兵
衛
京
ヲ
罷
立
候
、
同

　
　
　
　
　
　
　
廿
七
日
ニ
左
兵
衛
京
ヲ
罷
立
候
、
二
月
十
日
ニ

　
　
　
　
　
　
　
但
馬
京
ヲ
罷
立
江
戸
へ
下
リ
申
候

　
　
　
　
　
　
　
四
月
廿
日
、
馬
乗
唐
人
於
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
八
町
縄
手
馬
ヲ
乗
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勤
被
成
候
、
五
月
廿
日
廿
一
日
大
水
出
、

　
　
　
　
　
　
　
七
月
十
一
日
ニ
江
戸
御
本
丸
火
事

　
　
　
　
　
　
　
九
月
廿
一
日

　
千
代
姫
君
様
御
祝
言

　
　
　
　
　
　
　
御
輿
尾
張
様
御
屋
形
へ
入

　
　
同
十
七
辰庚
　
正
月
十
八
日
於
江
戸
御
老
中
様
□

　
　
　
　
■
下
被
成
候
由
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
紙
裏
）

　
　
（
寛
永
十
八
ナ
ラ
ン
）

　
　
　
　
　
十
九

　
　
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
■
■
様
御
供
■
（
以
下
欠
）

　
　
　
　
　
■
出
被
成
候
由

　
　
　
　
　
五
月
朔
日
ニ
御
暇
出
、
六
月
廿
三
日
ニ

　
　
　
　
　
御
帰
国
被
成
候

　
　
寛
永
　
未癸
　
三
月
廿
六
日
松
江
御
立
、
江
戸
へ
御
参
勤

　
　
　
　
　
　
　
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
煩
ニ
テ
閏
三
月
四
日
ニ
御
果
候

　
　
　
　
　
　
　
跡
目
左
京
殿
へ
不
相
替
被
下
候
、
四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
讃
岐
殿
ニ
テ
掃
部
殿
・
大
炊
殿
・
伊
豆
殿
・
加
賀
殿

　
　
　
　
　
　
　
豊
後
殿
御
寄
合
ニ
テ
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
一
姫
君
様
閏
三
月
五
日
ニ
御
誕
生
被
成
候

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
七
日
御
本
丸
へ
か
り
の
御
さ
た
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
九
月
十
九
日
本
御
触
礼

　
　
同
十
五
戊

　
正
月
朔
日
島
原
ニ
テ
板
倉
内
膳
殿
討
死

　
　
　
　
　
■

　
二
月
十
八
日
ニ
松
平
出
羽
守
様
出
雲
国

　
　
　
　
　
御
拝
領
被
成
、
同
三
月
廿
一
日
ニ
御
入
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
紙
表
）

　
　
　
　
　
六
月
廿
三
日
ニ
但
馬
京
ヲ
立
、
七
月

　
　
　
　
　
二
日
ニ
松
江
参
着
、
同
六
日
ニ
御
礼

　
　
　
　
　
相
済
、
九
日
ニ
屋
敷
拝
領
い
た
し
候

　
　
　
　
　
十
一
日
ニ
屋
敷
へ
移
り
申
候
、
九
月
廿
七
日
ニ

　
　
　
　
　
子
共
京
都
ゟ
引
越
松
江
下
着
申
候

　
　

寛
永

十
六

　
六

卯己
　
正
月
二
日
晩
御
屋
敷
ニ
而
御
う
た
ひ
初

　
　
　
　
二
月
廿
日
ニ
松
江
御
立
、
江
戸
御
参
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紛
多
段
不
過
之
候
、

一
、
去
廿
七
日
ニ
大
名
共
不
残
可
令
登
　
城
之
よ
し
、
前
日
廿
六
日
ニ
自
御
老
中
就

被
仰
触
、
則
廿
七
日
令
登
　
城
候
処
、
伊
掃
部
殿
・
酒
雅
楽
頭
殿
・
土
井
大
炊
頭

殿
・
酒
讃
岐
守
殿
御
両
四
人
を
以
大
名
共
ニ
　
上
意
ニ
ハ
堀
尾
山
城
守
儀
、
別
而

御
奉
公
を
も
申
上
、
殊
年
わ
か
く
□
□
□
相
果
、
　
御
不
便
ニ
被
　
思
召
候
、
然

者
山
城
守
遺
言
に
も
せ
か
れ
持
不
申
候
条
、
拝
領
之
国
之
儀
指
上
之
由
就
申
置
、

出
雲
国
・
隠
岐
国
之
儀
被
　
召
上
候
、
自
然
山
城
守
娘
ニ
男
子
令
出
来
候
者
、
以

来
之
儀
堀
尾
之
家
相
続
候
様
ニ
可
被
　
仰
付
と
被
　
思
召
之
旨
被
成
　
御
諚
よ
し

右
か
両
四
人
被
仰
渡
候
、

一
、
山
城
守
就
煩
国
元
ゟ
伊
比
伊
豆
・
堀
尾
但
馬
・
久
徳
内
膳
両
三
人
罷
越
、
前
か

と
ゟ
当
地
ニ
小
嶋
隼
人
罷
居
候
、
右
四
人
を
去
廿
六
日
ニ
西
之
丸
江
被
召
寄
山
城

守
知
行
取
之
儀
ハ
不
及
申
、
切
米
取
候
者
迄
に
も
当
物
成
之
儀
者
無
相
違
被
下
之

よ
し
、
御
老
中
被
仰
渡
候
、

一
、
出
雲
・
隠
岐
国
之
儀
請
取
て
御
番
仕
候
へ
と
、
此
書
立
之
衆
被

　
仰
付
近
日
被

罷
越
事
ニ
候
、
於
其
許
ハ
色
々
ニ
可
申
と
、
令
推
量
如
此
、
忩
々
申
遣
候
、

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

将
又
堀
尾
山
城
守
死（

死

骸

）

か
い
の
事
、
下
屋
敷
の
近
所
寺
尓
て
ひ
そ
か
に
灰
に
い

た
し
候
、
山
城
小
姓
松
村
監
物
と
申
者
追
腹
候
、
廿
六
日
ニ
城
州
を
取
置
候

ニ
付
廿
六
日
ニ
は
ら
を
き
り
候
、
き
と
く
御
事
ニ
候
、

　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

史
料
Ａ
は
、
「
古
記
」
の
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
九
月
の
堀
尾
忠
晴
の
死
去
と
そ
の

後
の
幕
府
の
対
応
、
さ
ら
に
忠
晴
近
習
の
松
村
監
物
の
切
腹
を
記
す
箇
所
で
あ
る3

。
そ

れ
に
対
し
て
、
史
料
Ｂ
は
、
土
佐
藩
主
山
内
忠
義
が
野
中
玄
蕃
直
継
に
忠
晴
の
死
去
と
幕

言
と
す
る
が
、
そ
の
筆
跡
は
基
本
的
に
一
筆
で
大
き
く
乱
れ
る
こ
と
な
く
書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
か
ら
一
筆
で
一
時
に
書
か
れ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
「
古
記
」

に
は
貼
紙
や
挟
み
こ
ま
れ
た
断
簡
が
存
在
し
て
お
り
、
記
主
の
複
数
の
記
録
・
史
料
を
参

考
に
正
保
年
間
以
降
に
時
代
を
遡
っ
て
様
々
な
状
況
を
整
理
し
な
が
ら
編
年
順
に
作
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
「
古
記
」
の
文
言
の
誤
り
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
冒
頭
部
分
の
初
期
の
文

言
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
、
「
古
記
」
作
成
の
正
保
年
間
か
ら
最
も
離
れ
た
時
期
に
あ
た

る
。
「
古
記
」
の
作
成
さ
れ
た
年
代
は
、
現
在
の
よ
う
に
情
報
が
簡
単
に
手
に
入
る
時
期

で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
文
言
の
若
干
の
誤
り
が
生
じ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
史
料
の
信
憑
性
の
確
認
の
た
め
に
誤
り
の
例
に
触
れ
た
が
、
全
体
と
し

て
五
七
例
中
の
三
例
し
か
誤
り
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
、
「
古
記
」
の
文
言
が
極
め
て

正
確
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
一
次
史
料
か
ら
も
「
古
記
」
の
文
言
の
正
確
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

史
料
Ａ山

城
様
ハ
廿
日
ニ
御
果
被
成
候
、
廿
六
日
朝
隼
人
・
伊
豆
・
但
馬
・
内
膳
致
同
道
、

雅
楽
様
へ
罷
出
候
へ
ハ
掃
部
様
・
大
炊
様
・
讃
岐
様
御
座
被
成
候
、
其
座
敷
ニ
主
殿

様
・
美
作
様
も
御
座
被
成
候
、
御
奉
行
衆
様
被
仰
渡
候
様
子
承
罷
帰
、
下
屋
敷
へ
参

候
、
則
廿
六
日
ノ
申
ノ
刻
ニ
松
村
監
物
切
腹
仕
候
、
其
晩
ニ
山
城
様
監
物
取
置
申
候 

、

史
料
Ｂ

　
　
　
　
　
　
（
前
略
）

一
、
堀
尾
山
城
守
去
月
廿
六
日
ゟ
癰
被
相
煩
候
ツ
る
、
併
癰
落
後
ニ
腫
気
さ
し
添
、

去
廿
日
死
者
ニ
被
□
候
□
事
可
被
推
量
候
、
家
等
事
皆
々
如
存
別
而
申
談
候
処
、
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「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
紙
表
）

　
　
欠
損
ヲ
恐
レ
補
綴
シ
年
号
ヲ
補
記
シ
置
ク

　
　
　
　
昭
和
五
年
六
月
八
日

　
　
堀
尾
方
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

二
、
「
堀
尾
古
記
」
の
史
料
的
検
討

（
一
）

　
内
容
の
検
討

本
節
で
は
、
「
古
記
」
の
史
料
と
し
て
の
性
格
を
考
え
て
い
き
た
い
。
「
古
記
」
の
内
容

を
検
討
し
て
い
く
上
で
、
他
の
史
料
の
記
載
と
比
較
の
た
め
に
作
成
し
た
も
の
が
、
表
１

で
あ
る
。

「
古
記
」
の
文
言
の
中
に
は
、
出
雲
・
隠
岐
に
関
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
他
の
史
料
の
残
存
の
状
況
か
ら
多
く
の
文
言
の
確
認
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
京
都
や
江
戸
の
政
治
情
勢
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
古
記

録
や
後
に
編
纂
さ
れ
た
史
料
等
か
ら
、
一
定
度
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
古
記
」

の
文
言
の
正
誤
を
示
し
た
も
の
が
、
表
中
央
の
「
正
誤
」
欄
で
あ
る
。

「
正
誤
」
欄
か
ら
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
明
確
な
誤
り
は
、
確
認
で
き
た
五
七
例

中
に
三
例
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
文
言
の
正
確
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
古
記
」

の
記
主
が
、
真
摯
な
姿
勢
で
「
古
記
」
を
叙
述
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
そ

の
誤
り
も
、
「
古
記
」
の
記
載
と
し
て
は
古
い
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

誤
り
の
三
例
は
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
で
滅
亡
し
た
北
条
氏
一
族

の
年
齢
に
関
す
る
文
言
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
の
豊
臣
秀
次
の
死
去
を
慶
長
元
年

（
一
五
九
六
）
と
す
る
文
言
、
慶
長
八
年
に
死
去
す
る
生
駒
親
正
と
考
え
ら
れ
る
「
生
駒

紀
伊
守
」
の
死
去
を
九
年
と
す
る
文
言
で
あ
る
。

「
古
記
」
は
、
現
状
で
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
二
月
の
文
言
を
最
も
現
代
に
近
い
文

　
　
　
二
十

　
　
当
今
様
御
即
位
十
月
廿
一
日
為

　
　
　
　
　
　
　
御
名
代
酒
井
讃
岐
殿
・
松
平
伊
豆
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
上
洛
従

　
殿
様
御
使
者
ニ
棚
橋
将
監

　
　
　
　
　
　
　
上
京

　
　
　
　
　
　
　
一
難
波
清
右
衛
門
二
月
十
一
日
ニ
島
根
郡
之
内
坂
本
村
ニ
て
鉄

　
　
　
　
　
　
　
砲
を
う
ち
、
穿
鑿
ニ
あ
ひ
、
組
頭
平
野
甚
兵
衛
へ
預
ケ

　
　
正
保
元
申甲
　
弥
吟
味
仕
候
へ
ハ
訴
人
出
、
同
廿
日
ニ
切
腹
、
則
江
戸
へ

　
　
　
　
　
　
　
御
老
中
ゟ
様
子
被
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
（
貼
紙
）

　
　
　
一
此
古
記
題
名
ナ
シ
、
依
リ
テ
仮
リ
ニ
堀
尾

　
　
　
　
古
記
ト
名
ケ
テ
島
根
縣
史
ニ
引
用
ス

　
　
　
一
此
古
記
ハ
其
記
事
ノ
状
及
其
終
末
ガ

　
　
　
　
堀
尾
但
馬
ノ
死
去
ト
一
致
ス
ル
上
ヨ
リ

　
　
　
　
見
テ
堀
尾
但
馬
ノ
自
筆
ノ
手
記

　
　
　
　
ト
推
定
ス

　
　
　
一
堀
尾
家
史
料
ト
シ
テ
誠
ニ
貴
重
ノ

　
　
　
　
原
本
ナ
レ
バ
鄭
重
ニ
保
存
セ
ラ
レ

　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

　
　
　
　
　
昭
和
四
年
九
月
拾
四
日

　
　
　
　
　
　
島
根
県
史
編
纂
室
ニ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
津
天
籟
㊞
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
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紛
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、
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去
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城
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廿
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仰
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、
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も
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、
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以
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之
儀
堀
尾
之
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相
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と
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思
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之
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成
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よ
し

右
か
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、
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就
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比
伊
豆
・
堀
尾
但
馬
・
久
徳
内
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三
人
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、
前
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地
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人
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居
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四
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を
去
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日
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之
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江
被
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山
城

守
知
行
取
之
儀
ハ
不
及
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、
切
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迄
に
も
当
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成
之
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よ
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、
御
老
中
被
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、

一
、
出
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岐
国
之
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仕
候
へ
と
、
此
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立
之
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近
日
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事
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、
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其
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色
々
ニ
可
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と
、
令
推
量
如
此
、
忩
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候
、
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中
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）

将
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骸

）

か
い
の
事
、
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に
灰
に
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、
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追
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、
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日
ニ
城
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廿
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日
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、
き
と
く
御
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史
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す
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る
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く
書
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そ
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と
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で
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書
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可
能
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を
指
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で
き
る
。
ま
た
「
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記
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に
は
貼
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や
挟
み
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ま
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た
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存
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、
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数
の
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に
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以
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に
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が
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に
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た
と
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ら
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る
。

そ
し
て
、
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記
」
の
文
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の
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り
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
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頭
部
分
の
初
期
の
文

言
で
あ
り
、
そ
の
時
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は
、
「
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記
」
作
成
の
正
保
年
間
か
ら
最
も
離
れ
た
時
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に
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た

る
。
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」
の
作
成
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年
代
は
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現
在
の
よ
う
に
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報
が
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に
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入
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時
期

で
は
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と
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そ
の
こ
と
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て
、
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の
若
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の
誤
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も

の
と
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。
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性
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確
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の
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め
に
誤
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の
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が
、
全
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も
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古
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さ
を
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と
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る
。

史
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、
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、

史
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略
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、
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事
皆
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存
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而
申
談
候
処
、



〔19〕

(寛永十一年) 1634 四月 廿七日 ○行遠御様りふ御、日七廿月四　
「寛永十一甲戌四月廿七日　法光院殿玄貞全心
大姉　石川廉勝公室　堀尾忠晴公長女」

春光院「三時回向」

(寛永十一年) 1634 六月 廿日 一将軍様御上洛、六月廿日ニ江戸御出馬、 ○
「廿日御出城。未刻神奈川御殿にやどらせたま
ふ。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 七月 十一日 ○、洛入御ニ日一十月七　
「十一日御入洛により。ことに行粧をかいつくろ
ひ、供奉上下の威儀厳粛たり。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 八月 五日 ○御還ニ日五月八　 「五日辰刻二条城を御発輿あり。」 「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 閏七月 廿三日 　閏七月廿三日ノ夜、江戸西ノ丸火事 ○
(廿七日条)「この廿三日夜初更の頃、西城の厨よ
り失火して、殿閣ことごとく延焼せり。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 七月 十一日 ○、洛入御日一十月七、馬出　
「十一日御入洛により。ことに行粧をかいつく
ろひ、供奉上下の威儀厳粛たり。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 閏七月 廿三日 　閏七月廿三日夜、江戸西ノ丸火事、 ○
(廿七日条)「この廿三日夜初更の頃、西城の厨
より失火して、殿閣ことごとく延焼せり。」

「徳川実紀」

寛永十二年 1635 七月 十二日
七月十二日夜半ニ火本島津殿ゟ越前殿・真田河内
殿・正宗殿・信濃殿親子・右馬亮殿

○

「この暁薩摩黄門家久卿の邸より失火し。日比谷
門なたびに仙台黄門の邸宅はじめ。此災にかかる
もの多し。よて諸大名もうのぼり御けしき伺
ふ。」

「徳川実紀」

寛永十二年 1635 十一月 廿九日 駿河火事、十一月廿九日之夜八ツ（以下欠） ○
「前月廿九日駿河市街失火し城中にうつり。天
守。殿閣。櫓塀ことごとくこの災にかゝり。民屋
過半消失たるよし注進」

「徳川実紀」

寛永十四年 1637 正月
江戸本丸御作事、正月ゟ御普代家衆ニ被仰付候、御
殿守之台浅野安芸守殿・黒田右衛門佐殿ニ被仰付
候、

「十四日御なやみさはやがせ給ふにより。御座
を西城にうつさせ給ふ。これ本城改造せらるゝ
によてなり。(中略)　天守台は松平右衛門佐忠
之。松平安芸守光晟奉り。(後略)

「徳川実紀」

寛永十四年 1637 閏三月 四日
丹羽五郎左衛門殿煩ニテ閏三月四日ニ御果候、跡目
左京殿へ不相替被下候、

○
「寛永十四年丁丑閏三月四日於于江府桜田上邸白
川大守参議三品藤原朝臣長重逝ス、年六十七歳」

「丹羽歴代年譜」

寛永十四年 1637 九月 十九日 ○礼触御本日九十月九　 「十九日西城より本城に御移徒あり。」 「徳川実紀」

寛永十五年 1638 正月 朔日 死戦昌重倉板○死討殿膳内倉板テニ原島日朔月正 「細川家記」・「鍋島勝茂譜」

寛永十五年 1638 二月 十八日 二月十八日ニ松平出羽守様出雲国御拝領被成、
「十一日松平出羽守直政信濃国松本を転じて。
出雲国一円に給はり。隠岐国をあづけらる。」

「徳川実紀」・「寛永日記」

寛永十六年 1639 九月 廿一日 　九月廿一日　千代姫君様御祝言御輿尾張様御屋形へ入 ○
「廿一日御入輿により在番の普第大名ことごと
く登営す。」

「徳川実紀」

寛永十七年 1640 正月 十八日 正月十八日於江戸御老中様□■下被成候由（以下欠）

寛永十九年 1642 五月 朔日 　五月朔日ニ御暇出、
「五月朔日松平長門守秀就はじめ。就封の暇たま
はるもの二十四人。この輩 若君よりも今年より
賜物かづけらる。」

寛永二十年 1643 十月 廿一日
当今様御即位十月廿一日為御名代酒井讃岐殿・松平伊豆
殿御上洛従　殿様御使者ニ棚橋将監上京

○ 「十月廿一日御即位紫宸殿」 「公卿補任」

　

表１ 「堀尾古記」と他史料の照合表
年 西暦 月 日 内容(文言) 正誤 記事の確認内容 典拠

天正十二年 1584 ■月九日 尾州ながくて大合戦 ○ 四月九日長久手の戦い
天正十二年卯月十一日羽柴秀吉書状(亀子文
書『大日本史料』十一‐六所収)

天正十八年 1590 ■寅ノ年小田原陣 ○ 小田原合戦

天正十八年 1590 (北条氏一族の年齢) ×

文禄元年 1592 高麗陣 ○

文禄二年 1593 秀頼誕生 ○ 豊臣秀頼誕生　八月三日 「言経卿記」

○ 慶長伏見大地震
文禄五年(慶長元年)閏七月十三日(「大地震
記」)

× 豊臣秀次自害 「御湯殿上日記」文禄四年七月十六日条

(慶長三年) 1598 八月 十八日 太閤様御他界 ○ 豊臣秀吉死去

(慶長八年) 1603 七月
一秀頼様御祝言、七月  吉晴様　秀頼様御祝言ニ付
直ニ小田原へ

○ 七月廿八日秀頼と家康孫娘祝言の記事あり 「当代記」

(慶長八年) 1603 一忠氏様御上洛 ○
三月の家康将軍宣下に忠氏供奉・七月の千姫入
輿の警備にあたる記事あり

「徳川実紀」

(慶長八年) 1603 一石川主殿殿御子達小田原へ御出

慶長九年 1604 三月 廿七日 一三月廿七日生駒紀伊守相果ル × 生駒親正　慶長八年二月死去

慶長九年 1604 八月 四日 一忠氏様八月四日ニ御遠行 ○
「慶長九辰八月四日  忠光院殿天岫世球大居士
堀尾忠氏公　吉晴公男」

春光院「三時回向」

慶長十年 1605 卯月 二日
一三之介様伏見ニテ初而御目見、卯月二日ニ伏見御
立

○

参考「「四月上旬羽柴肥前守北国の主上洛、養
子 犬 丸 を 同 道 、 則 前 将 軍 家 康 公 へ 出
仕、・・・、右大将秀忠公へ犬丸出仕・・・」
(「当代記」)・(四月秀忠将軍宣下。山内一
豊、その子を連れて両御所へ拝謁す。「徳川実
紀」)

慶長十二年 1607 一駿河御普請 ○

「此頃、駿河為普請越前美濃尾張三州遠江衆下
る、上方衆去年江戸普請に被下衆、此度駿河へ悉
相下、是は何も一万石二万石、或は千石二千石と
りの少身の衆也」

「当代記」

慶長十二年 1607 卯月 六日 一そうは様卯月六日ニ御果 ○
「慶長十二丁未四月六日 龍翔院殿芳嶽宗葩大姉
堀尾泰晴公室」

春光院「三時回向」

慶長十三年 1608 八月 十一日 一八月十一日なら殿御果 ○
「慶長十三戊申三月廿五日 見桃院殿寶光世真大
居士　堀尾氏光公　吉晴公弟」

春光院「三時回向」

慶長十三年 1608 十月 二日 一松江越、十月二日

慶長十三年 1608 極月 五日 一堀尾勘解由果ル、極月五日京ニテ ○
「桂岩院殿祥雲世端大居士　慶長十三十二月五
日」

春光院「三時回向」

慶長十四年 1609 三月 廿八日 一杵築大社御遷宮、三月廿八日 ○
同日付北嶋広孝書状写(「北嶋家譜」『大日
本史料』十二‐六所収)

慶長十四年 1609 一丹波篠山御普請 ○
「九月丹波国篠山ノ城石垣普請出来之後、去六月
従江戸上ル普請奉行内藤金左衛門駿府ヘ来ル」

「当代記」

慶長十四年 1609 一伊勢御遷宮、大々神楽御進上　大野角之介御使 ○
九月二十七日条「けふ、けくうのしやうせんくう
に、てんきよくめてたしめてたし」

(「御湯殿上日記」『大日本史料』十二‐六
所収)

慶長十四年 1609 三月 廿五日 一堀尾掃部果ル、三月廿五日

慶長十四年 1609 八月 六日 一長七様八月六日ニ御果 ○ 「桐嶽宗秋童子　慶長十四八月六日堀尾長七」 春光院「三時回向」

(慶長十五年) 1610 一飛鳥井少将殿御預、隠岐■御■ ○
「十一月七日乙酉、晴、晩雨降、有雷鳴、今日飛
鳥井少将隠岐島、花山院少将江楚島被配流云々、
依武命也、」

「孝亮宿禰日次記」(『大日本史料』所収

三月十一日「江戸にて堀尾三之助元服し。叙爵
して御名の字たまはり。山城守忠晴と称す。」

「徳川実紀」

三月廿三日「堀尾山城守忠晴は従四位下にのぼ
せらる。」

「徳川実紀」

慶長十六年 1611 三月 廿八日
一相国様・秀頼様御参会三月廿八日　　京二条御城
ニテ

○
(三月廿八日、家康・秀頼二条城で対面の記載あ
り)

「当代記」

慶長十六年 1611 六月 十七日 一吉晴様御遠行、六月十七日 ○
「慶長十六辛亥六月十七日　法雲院殿松庭世栢
大居士　堀尾帯刀吉晴公」

春光院「三時回向」

慶長十六年 1611 六月 廿四日 一六月廿四日加藤肥後守殿御病死　国ニテ ○ 「廿四日、肥後国加藤肥後守元の名主計死去、」 「当代記」

慶長十八年 1613 ■■■様江戸御下■■■松江御立 ○
(慶長十八年正月三日に三献の御祝の国持大名
衆の中に堀尾山城守忠晴の記載あり)

「駿府記」・「当代記」

慶長十九年 1614 正月 一大久保相模殿御身上果ル、正月 ○ (正月十九日、大久保忠隣処分の記載あり) 「駿府記」・「当代記」

慶長十九年 1614 三月 二日 一長松院様江戸御下、三月二日ニ松江御立、
※「寛永四丁卯三月十七日　長松院殿真諦紹
聖大姉　堀尾忠氏公室」(春光院「三時回
向」)

元和二年 1616 四月 十七日 一相国様御他界、四月十七日 ○ 「大御所駿城の正寝に薨じ給ふ。台寿七十五。」 「徳川実紀」

元和三年 1617 一将軍様御上洛 ○
「(六月)十二日江城御発駕あり。(中略) 廿九日
伏見城に入られ給ふ。」

「徳川実紀」

(元和六年) 1620 （■大坂御普請■■…ヵ） ○

正月「十八日大坂城修築の事を。西北国諸大名
に課せらる。青屋口より玉造口迄は越前宰相忠
直卿。松平筑前守利常。京極若狭守忠高。京極
丹後守高広。一柳監物直盛。松平阿波守至鎮。
石川主殿頭忠総。堀尾山城守忠晴。松平土佐守
忠義。松平長門守秀就。鍋島信濃守勝茂。(中
略)　京橋より青屋口迄は松平宮内少輔忠雄。
(中略)　堀尾山城守忠晴。(後略)」

「徳川実紀」

(元和六年) 1620 五月 朔日 一忠晴様江戸ゟ御帰城、五月朔日
三月十八日「(上略) 浅野但馬・堀尾山城・池田
備中、此等は御暇に而のほられ候、(後略)」

「天英公御書」(『大日本史料』十二―三三
所収)

(元和六年) 1620 六月 一御入内、六月雅楽殿・大炊殿為御名代御上洛 「十八日都にてはけふ　女御入内し給ふ。」 「徳川実紀」

(元和九年) 1623 五月 廿五日 一両上様御上洛、五月廿五日
「十二日江戸城を御首途。(中略)　(六月)八日
御入洛あり。」

「徳川実紀」

寛永三年 1626 九月 六日 一九月六日行幸 ○ 「中宮の行啓あり。」 「徳川実紀」

寛永三年 1626 九月 十五日 一九月十五日大御台様御他界 ○
「大御台所の御方、今月(九月)十五日御逝去の
由、江戸より告来る」

「東武実録」

寛永三年 1626 閏卯月 一閏卯月ニ隠岐國ニテ至　飛鳥井少将殿遠行 ○
「飛鳥井雅賢 (中略) 寛永三年後四月十六日
卒、四十三歳」

「諸家伝」(『大日本史料』所収)

(寛永五年) 1628 卯月 十七日 一卯月十七日東照権現、御遷宮 ○
「十七日戊申、小雨降、今日東照宮祭礼也、駕
輿丁兄部四人、同沙汰人等出仕」

「孝亮宿禰日次記」

寛永八年 1631 一相国様御不例ニ付大社ニテ御祈念 ○
寛永八年七月廿四日付堀尾忠晴判物(出雲大
社文書・北島文書)

寛永九年 1632 正月 廿四日 一相国様薨御、正月廿四日亥刻 ○
正月廿四日条「廿四日之夜、亥之刻、相国様薨
去」

「本光国師日記」

寛永九年 1632 六月 九日 一神魂宮御造営　六月九日假遷宮、千家執行、 『史料綜覧』

寛永九年 1632 極月 廿九日 一松平新太郎様火事、極月廿九日夜子刻 ○
「(晦日)この夜松平新太郎光政がもとより失火
し、頗る大火及べり。」

「徳川実紀」

寛永十年 1633 正月 十一日
一正月十一日ノ夜丑刻、大地震、江戸■■■■同二月■
（以下欠）

「八日地震あり。」 「徳川実紀」

寛永十年 1633 廿日 　山城様ハ廿日ニ御果被成候、 ○
「寛永十酉九月二十日　圓成院殿高賢世肖大居
士　堀尾忠晴公　忠氏公長男」

春光院「三時回向」

寛永十年 1633 廿六日

廿六日朝隼人・伊豆・但馬・内膳致同道、雅楽様へ罷
出候へハ掃部様大炊様・讃岐様御座被成候、其座敷ニ主
殿様・美作様も御座被成候、御奉行衆様被仰渡候様子承
罷帰、下屋敷へ参候、

○
土佐山内家宝物資料館蔵「長帳」甲１５所収
文書

寛永十年 1633 廿六日
則廿六日ノ申ノ刻ニ村松監物切腹仕候、其晩ニ山城様

監物取置申候
○

「大恕玄忠居士　寛永十、九月廿六日殉于城州
公之死　松村監物」

春光院「三時回向」

(寛永十一年) 1634 四月 朔日 　四月朔日、御誕生　千勝様 ○ 石川憲之誕生 「寛政重修諸家譜」　幼名千勝

一山城様初而江戸御出、二月五日ニ松江御立、慶長十六年 1611 二月 五日

慶長元年 1596 大地震　秀次様御果

写真　「堀尾古記」（慶長九年条）
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表１ 「堀尾古記」と他史料の照合表
年 西暦 月 日 内容(文言) 正誤 記事の確認内容 典拠

天正十二年 1584 ■月九日 尾州ながくて大合戦 ○ 四月九日長久手の戦い
天正十二年卯月十一日羽柴秀吉書状(亀子文
書『大日本史料』十一‐六所収)

天正十八年 1590 ■寅ノ年小田原陣 ○ 小田原合戦

天正十八年 1590 (北条氏一族の年齢) ×

文禄元年 1592 高麗陣 ○

文禄二年 1593 秀頼誕生 ○ 豊臣秀頼誕生　八月三日 「言経卿記」

○ 慶長伏見大地震
文禄五年(慶長元年)閏七月十三日(「大地震
記」)

× 豊臣秀次自害 「御湯殿上日記」文禄四年七月十六日条

(慶長三年) 1598 八月 十八日 太閤様御他界 ○ 豊臣秀吉死去

(慶長八年) 1603 七月
一秀頼様御祝言、七月  吉晴様　秀頼様御祝言ニ付
直ニ小田原へ

○ 七月廿八日秀頼と家康孫娘祝言の記事あり 「当代記」

(慶長八年) 1603 一忠氏様御上洛 ○
三月の家康将軍宣下に忠氏供奉・七月の千姫入
輿の警備にあたる記事あり

「徳川実紀」

(慶長八年) 1603 一石川主殿殿御子達小田原へ御出

慶長九年 1604 三月 廿七日 一三月廿七日生駒紀伊守相果ル × 生駒親正　慶長八年二月死去

慶長九年 1604 八月 四日 一忠氏様八月四日ニ御遠行 ○
「慶長九辰八月四日  忠光院殿天岫世球大居士
堀尾忠氏公　吉晴公男」

春光院「三時回向」

慶長十年 1605 卯月 二日
一三之介様伏見ニテ初而御目見、卯月二日ニ伏見御
立

○

参考「「四月上旬羽柴肥前守北国の主上洛、養
子 犬 丸 を 同 道 、 則 前 将 軍 家 康 公 へ 出
仕、・・・、右大将秀忠公へ犬丸出仕・・・」
(「当代記」)・(四月秀忠将軍宣下。山内一
豊、その子を連れて両御所へ拝謁す。「徳川実
紀」)

慶長十二年 1607 一駿河御普請 ○

「此頃、駿河為普請越前美濃尾張三州遠江衆下
る、上方衆去年江戸普請に被下衆、此度駿河へ悉
相下、是は何も一万石二万石、或は千石二千石と
りの少身の衆也」

「当代記」

慶長十二年 1607 卯月 六日 一そうは様卯月六日ニ御果 ○
「慶長十二丁未四月六日 龍翔院殿芳嶽宗葩大姉
堀尾泰晴公室」

春光院「三時回向」

慶長十三年 1608 八月 十一日 一八月十一日なら殿御果 ○
「慶長十三戊申三月廿五日 見桃院殿寶光世真大
居士　堀尾氏光公　吉晴公弟」

春光院「三時回向」

慶長十三年 1608 十月 二日 一松江越、十月二日

慶長十三年 1608 極月 五日 一堀尾勘解由果ル、極月五日京ニテ ○
「桂岩院殿祥雲世端大居士　慶長十三十二月五
日」

春光院「三時回向」

慶長十四年 1609 三月 廿八日 一杵築大社御遷宮、三月廿八日 ○
同日付北嶋広孝書状写(「北嶋家譜」『大日
本史料』十二‐六所収)

慶長十四年 1609 一丹波篠山御普請 ○
「九月丹波国篠山ノ城石垣普請出来之後、去六月
従江戸上ル普請奉行内藤金左衛門駿府ヘ来ル」

「当代記」

慶長十四年 1609 一伊勢御遷宮、大々神楽御進上　大野角之介御使 ○
九月二十七日条「けふ、けくうのしやうせんくう
に、てんきよくめてたしめてたし」

(「御湯殿上日記」『大日本史料』十二‐六
所収)

慶長十四年 1609 三月 廿五日 一堀尾掃部果ル、三月廿五日

慶長十四年 1609 八月 六日 一長七様八月六日ニ御果 ○ 「桐嶽宗秋童子　慶長十四八月六日堀尾長七」 春光院「三時回向」

(慶長十五年) 1610 一飛鳥井少将殿御預、隠岐■御■ ○
「十一月七日乙酉、晴、晩雨降、有雷鳴、今日飛
鳥井少将隠岐島、花山院少将江楚島被配流云々、
依武命也、」

「孝亮宿禰日次記」(『大日本史料』所収

三月十一日「江戸にて堀尾三之助元服し。叙爵
して御名の字たまはり。山城守忠晴と称す。」

「徳川実紀」

三月廿三日「堀尾山城守忠晴は従四位下にのぼ
せらる。」

「徳川実紀」

慶長十六年 1611 三月 廿八日
一相国様・秀頼様御参会三月廿八日　　京二条御城
ニテ

○
(三月廿八日、家康・秀頼二条城で対面の記載あ
り)

「当代記」

慶長十六年 1611 六月 十七日 一吉晴様御遠行、六月十七日 ○
「慶長十六辛亥六月十七日　法雲院殿松庭世栢
大居士　堀尾帯刀吉晴公」

春光院「三時回向」

慶長十六年 1611 六月 廿四日 一六月廿四日加藤肥後守殿御病死　国ニテ ○ 「廿四日、肥後国加藤肥後守元の名主計死去、」 「当代記」

慶長十八年 1613 ■■■様江戸御下■■■松江御立 ○
(慶長十八年正月三日に三献の御祝の国持大名
衆の中に堀尾山城守忠晴の記載あり)

「駿府記」・「当代記」

慶長十九年 1614 正月 一大久保相模殿御身上果ル、正月 ○ (正月十九日、大久保忠隣処分の記載あり) 「駿府記」・「当代記」

慶長十九年 1614 三月 二日 一長松院様江戸御下、三月二日ニ松江御立、
※「寛永四丁卯三月十七日　長松院殿真諦紹
聖大姉　堀尾忠氏公室」(春光院「三時回
向」)

元和二年 1616 四月 十七日 一相国様御他界、四月十七日 ○ 「大御所駿城の正寝に薨じ給ふ。台寿七十五。」 「徳川実紀」

元和三年 1617 一将軍様御上洛 ○
「(六月)十二日江城御発駕あり。(中略) 廿九日
伏見城に入られ給ふ。」

「徳川実紀」

(元和六年) 1620 （■大坂御普請■■…ヵ） ○

正月「十八日大坂城修築の事を。西北国諸大名
に課せらる。青屋口より玉造口迄は越前宰相忠
直卿。松平筑前守利常。京極若狭守忠高。京極
丹後守高広。一柳監物直盛。松平阿波守至鎮。
石川主殿頭忠総。堀尾山城守忠晴。松平土佐守
忠義。松平長門守秀就。鍋島信濃守勝茂。(中
略)　京橋より青屋口迄は松平宮内少輔忠雄。
(中略)　堀尾山城守忠晴。(後略)」

「徳川実紀」

(元和六年) 1620 五月 朔日 一忠晴様江戸ゟ御帰城、五月朔日
三月十八日「(上略) 浅野但馬・堀尾山城・池田
備中、此等は御暇に而のほられ候、(後略)」

「天英公御書」(『大日本史料』十二―三三
所収)

(元和六年) 1620 六月 一御入内、六月雅楽殿・大炊殿為御名代御上洛 「十八日都にてはけふ　女御入内し給ふ。」 「徳川実紀」

(元和九年) 1623 五月 廿五日 一両上様御上洛、五月廿五日
「十二日江戸城を御首途。(中略)　(六月)八日
御入洛あり。」

「徳川実紀」

寛永三年 1626 九月 六日 一九月六日行幸 ○ 「中宮の行啓あり。」 「徳川実紀」

寛永三年 1626 九月 十五日 一九月十五日大御台様御他界 ○
「大御台所の御方、今月(九月)十五日御逝去の
由、江戸より告来る」

「東武実録」

寛永三年 1626 閏卯月 一閏卯月ニ隠岐國ニテ至　飛鳥井少将殿遠行 ○
「飛鳥井雅賢 (中略) 寛永三年後四月十六日
卒、四十三歳」

「諸家伝」(『大日本史料』所収)

(寛永五年) 1628 卯月 十七日 一卯月十七日東照権現、御遷宮 ○
「十七日戊申、小雨降、今日東照宮祭礼也、駕
輿丁兄部四人、同沙汰人等出仕」

「孝亮宿禰日次記」

寛永八年 1631 一相国様御不例ニ付大社ニテ御祈念 ○
寛永八年七月廿四日付堀尾忠晴判物(出雲大
社文書・北島文書)

寛永九年 1632 正月 廿四日 一相国様薨御、正月廿四日亥刻 ○
正月廿四日条「廿四日之夜、亥之刻、相国様薨
去」

「本光国師日記」

寛永九年 1632 六月 九日 一神魂宮御造営　六月九日假遷宮、千家執行、 『史料綜覧』

寛永九年 1632 極月 廿九日 一松平新太郎様火事、極月廿九日夜子刻 ○
「(晦日)この夜松平新太郎光政がもとより失火
し、頗る大火及べり。」

「徳川実紀」

寛永十年 1633 正月 十一日
一正月十一日ノ夜丑刻、大地震、江戸■■■■同二月■
（以下欠）

「八日地震あり。」 「徳川実紀」

寛永十年 1633 廿日 　山城様ハ廿日ニ御果被成候、 ○
「寛永十酉九月二十日　圓成院殿高賢世肖大居
士　堀尾忠晴公　忠氏公長男」

春光院「三時回向」

寛永十年 1633 廿六日

廿六日朝隼人・伊豆・但馬・内膳致同道、雅楽様へ罷
出候へハ掃部様大炊様・讃岐様御座被成候、其座敷ニ主
殿様・美作様も御座被成候、御奉行衆様被仰渡候様子承
罷帰、下屋敷へ参候、

○
土佐山内家宝物資料館蔵「長帳」甲１５所収
文書

寛永十年 1633 廿六日
則廿六日ノ申ノ刻ニ村松監物切腹仕候、其晩ニ山城様

監物取置申候
○

「大恕玄忠居士　寛永十、九月廿六日殉于城州
公之死　松村監物」

春光院「三時回向」

(寛永十一年) 1634 四月 朔日 　四月朔日、御誕生　千勝様 ○ 石川憲之誕生 「寛政重修諸家譜」　幼名千勝

一山城様初而江戸御出、二月五日ニ松江御立、慶長十六年 1611 二月 五日

慶長元年 1596 大地震　秀次様御果

表１　「堀尾古記」と他史料の照合表
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(寛永十一年) 1634 四月 廿七日 ○行遠御様りふ御、日七廿月四　
「寛永十一甲戌四月廿七日　法光院殿玄貞全心
大姉　石川廉勝公室　堀尾忠晴公長女」

春光院「三時回向」

(寛永十一年) 1634 六月 廿日 一将軍様御上洛、六月廿日ニ江戸御出馬、 ○
「廿日御出城。未刻神奈川御殿にやどらせたま
ふ。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 七月 十一日 ○、洛入御ニ日一十月七　
「十一日御入洛により。ことに行粧をかいつくろ
ひ、供奉上下の威儀厳粛たり。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 八月 五日 ○御還ニ日五月八　 「五日辰刻二条城を御発輿あり。」 「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 閏七月 廿三日 　閏七月廿三日ノ夜、江戸西ノ丸火事 ○
(廿七日条)「この廿三日夜初更の頃、西城の厨よ
り失火して、殿閣ことごとく延焼せり。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 七月 十一日 ○、洛入御日一十月七、馬出　
「十一日御入洛により。ことに行粧をかいつく
ろひ、供奉上下の威儀厳粛たり。」

「徳川実紀」

(寛永十一年) 1634 閏七月 廿三日 　閏七月廿三日夜、江戸西ノ丸火事、 ○
(廿七日条)「この廿三日夜初更の頃、西城の厨
より失火して、殿閣ことごとく延焼せり。」

「徳川実紀」

寛永十二年 1635 七月 十二日
七月十二日夜半ニ火本島津殿ゟ越前殿・真田河内
殿・正宗殿・信濃殿親子・右馬亮殿

○

「この暁薩摩黄門家久卿の邸より失火し。日比谷
門なたびに仙台黄門の邸宅はじめ。此災にかかる
もの多し。よて諸大名もうのぼり御けしき伺
ふ。」

「徳川実紀」

寛永十二年 1635 十一月 廿九日 駿河火事、十一月廿九日之夜八ツ（以下欠） ○
「前月廿九日駿河市街失火し城中にうつり。天
守。殿閣。櫓塀ことごとくこの災にかゝり。民屋
過半消失たるよし注進」

「徳川実紀」

寛永十四年 1637 正月
江戸本丸御作事、正月ゟ御普代家衆ニ被仰付候、御
殿守之台浅野安芸守殿・黒田右衛門佐殿ニ被仰付
候、

「十四日御なやみさはやがせ給ふにより。御座
を西城にうつさせ給ふ。これ本城改造せらるゝ
によてなり。(中略)　天守台は松平右衛門佐忠
之。松平安芸守光晟奉り。(後略)

「徳川実紀」

寛永十四年 1637 閏三月 四日
丹羽五郎左衛門殿煩ニテ閏三月四日ニ御果候、跡目
左京殿へ不相替被下候、

○
「寛永十四年丁丑閏三月四日於于江府桜田上邸白
川大守参議三品藤原朝臣長重逝ス、年六十七歳」

「丹羽歴代年譜」

寛永十四年 1637 九月 十九日 ○礼触御本日九十月九　 「十九日西城より本城に御移徒あり。」 「徳川実紀」

寛永十五年 1638 正月 朔日 死戦昌重倉板○死討殿膳内倉板テニ原島日朔月正 「細川家記」・「鍋島勝茂譜」

寛永十五年 1638 二月 十八日 二月十八日ニ松平出羽守様出雲国御拝領被成、
「十一日松平出羽守直政信濃国松本を転じて。
出雲国一円に給はり。隠岐国をあづけらる。」

「徳川実紀」・「寛永日記」

寛永十六年 1639 九月 廿一日 　九月廿一日　千代姫君様御祝言御輿尾張様御屋形へ入 ○
「廿一日御入輿により在番の普第大名ことごと
く登営す。」

「徳川実紀」

寛永十七年 1640 正月 十八日 正月十八日於江戸御老中様□■下被成候由（以下欠）

寛永十九年 1642 五月 朔日 　五月朔日ニ御暇出、
「五月朔日松平長門守秀就はじめ。就封の暇たま
はるもの二十四人。この輩 若君よりも今年より
賜物かづけらる。」

寛永二十年 1643 十月 廿一日
当今様御即位十月廿一日為御名代酒井讃岐殿・松平伊豆
殿御上洛従　殿様御使者ニ棚橋将監上京

○ 「十月廿一日御即位紫宸殿」 「公卿補任」

　

表１ 「堀尾古記」と他史料の照合表
年 西暦 月 日 内容(文言) 正誤 記事の確認内容 典拠

天正十二年 1584 ■月九日 尾州ながくて大合戦 ○ 四月九日長久手の戦い
天正十二年卯月十一日羽柴秀吉書状(亀子文
書『大日本史料』十一‐六所収)

天正十八年 1590 ■寅ノ年小田原陣 ○ 小田原合戦

天正十八年 1590 (北条氏一族の年齢) ×

文禄元年 1592 高麗陣 ○

文禄二年 1593 秀頼誕生 ○ 豊臣秀頼誕生　八月三日 「言経卿記」

○ 慶長伏見大地震
文禄五年(慶長元年)閏七月十三日(「大地震
記」)

× 豊臣秀次自害 「御湯殿上日記」文禄四年七月十六日条

(慶長三年) 1598 八月 十八日 太閤様御他界 ○ 豊臣秀吉死去

(慶長八年) 1603 七月
一秀頼様御祝言、七月  吉晴様　秀頼様御祝言ニ付
直ニ小田原へ

○ 七月廿八日秀頼と家康孫娘祝言の記事あり 「当代記」

(慶長八年) 1603 一忠氏様御上洛 ○
三月の家康将軍宣下に忠氏供奉・七月の千姫入
輿の警備にあたる記事あり

「徳川実紀」

(慶長八年) 1603 一石川主殿殿御子達小田原へ御出

慶長九年 1604 三月 廿七日 一三月廿七日生駒紀伊守相果ル × 生駒親正　慶長八年二月死去

慶長九年 1604 八月 四日 一忠氏様八月四日ニ御遠行 ○
「慶長九辰八月四日  忠光院殿天岫世球大居士
堀尾忠氏公　吉晴公男」

春光院「三時回向」

慶長十年 1605 卯月 二日
一三之介様伏見ニテ初而御目見、卯月二日ニ伏見御
立

○

参考「「四月上旬羽柴肥前守北国の主上洛、養
子 犬 丸 を 同 道 、 則 前 将 軍 家 康 公 へ 出
仕、・・・、右大将秀忠公へ犬丸出仕・・・」
(「当代記」)・(四月秀忠将軍宣下。山内一
豊、その子を連れて両御所へ拝謁す。「徳川実
紀」)

慶長十二年 1607 一駿河御普請 ○

「此頃、駿河為普請越前美濃尾張三州遠江衆下
る、上方衆去年江戸普請に被下衆、此度駿河へ悉
相下、是は何も一万石二万石、或は千石二千石と
りの少身の衆也」

「当代記」

慶長十二年 1607 卯月 六日 一そうは様卯月六日ニ御果 ○
「慶長十二丁未四月六日 龍翔院殿芳嶽宗葩大姉
堀尾泰晴公室」

春光院「三時回向」

慶長十三年 1608 八月 十一日 一八月十一日なら殿御果 ○
「慶長十三戊申三月廿五日 見桃院殿寶光世真大
居士　堀尾氏光公　吉晴公弟」

春光院「三時回向」

慶長十三年 1608 十月 二日 一松江越、十月二日

慶長十三年 1608 極月 五日 一堀尾勘解由果ル、極月五日京ニテ ○
「桂岩院殿祥雲世端大居士　慶長十三十二月五
日」

春光院「三時回向」

慶長十四年 1609 三月 廿八日 一杵築大社御遷宮、三月廿八日 ○
同日付北嶋広孝書状写(「北嶋家譜」『大日
本史料』十二‐六所収)

慶長十四年 1609 一丹波篠山御普請 ○
「九月丹波国篠山ノ城石垣普請出来之後、去六月
従江戸上ル普請奉行内藤金左衛門駿府ヘ来ル」

「当代記」

慶長十四年 1609 一伊勢御遷宮、大々神楽御進上　大野角之介御使 ○
九月二十七日条「けふ、けくうのしやうせんくう
に、てんきよくめてたしめてたし」

(「御湯殿上日記」『大日本史料』十二‐六
所収)

慶長十四年 1609 三月 廿五日 一堀尾掃部果ル、三月廿五日

慶長十四年 1609 八月 六日 一長七様八月六日ニ御果 ○ 「桐嶽宗秋童子　慶長十四八月六日堀尾長七」 春光院「三時回向」

(慶長十五年) 1610 一飛鳥井少将殿御預、隠岐■御■ ○
「十一月七日乙酉、晴、晩雨降、有雷鳴、今日飛
鳥井少将隠岐島、花山院少将江楚島被配流云々、
依武命也、」

「孝亮宿禰日次記」(『大日本史料』所収

三月十一日「江戸にて堀尾三之助元服し。叙爵
して御名の字たまはり。山城守忠晴と称す。」

「徳川実紀」

三月廿三日「堀尾山城守忠晴は従四位下にのぼ
せらる。」

「徳川実紀」

慶長十六年 1611 三月 廿八日
一相国様・秀頼様御参会三月廿八日　　京二条御城
ニテ

○
(三月廿八日、家康・秀頼二条城で対面の記載あ
り)

「当代記」

慶長十六年 1611 六月 十七日 一吉晴様御遠行、六月十七日 ○
「慶長十六辛亥六月十七日　法雲院殿松庭世栢
大居士　堀尾帯刀吉晴公」

春光院「三時回向」

慶長十六年 1611 六月 廿四日 一六月廿四日加藤肥後守殿御病死　国ニテ ○ 「廿四日、肥後国加藤肥後守元の名主計死去、」 「当代記」

慶長十八年 1613 ■■■様江戸御下■■■松江御立 ○
(慶長十八年正月三日に三献の御祝の国持大名
衆の中に堀尾山城守忠晴の記載あり)

「駿府記」・「当代記」

慶長十九年 1614 正月 一大久保相模殿御身上果ル、正月 ○ (正月十九日、大久保忠隣処分の記載あり) 「駿府記」・「当代記」

慶長十九年 1614 三月 二日 一長松院様江戸御下、三月二日ニ松江御立、
※「寛永四丁卯三月十七日　長松院殿真諦紹
聖大姉　堀尾忠氏公室」(春光院「三時回
向」)

元和二年 1616 四月 十七日 一相国様御他界、四月十七日 ○ 「大御所駿城の正寝に薨じ給ふ。台寿七十五。」 「徳川実紀」

元和三年 1617 一将軍様御上洛 ○
「(六月)十二日江城御発駕あり。(中略) 廿九日
伏見城に入られ給ふ。」

「徳川実紀」

(元和六年) 1620 （■大坂御普請■■…ヵ） ○

正月「十八日大坂城修築の事を。西北国諸大名
に課せらる。青屋口より玉造口迄は越前宰相忠
直卿。松平筑前守利常。京極若狭守忠高。京極
丹後守高広。一柳監物直盛。松平阿波守至鎮。
石川主殿頭忠総。堀尾山城守忠晴。松平土佐守
忠義。松平長門守秀就。鍋島信濃守勝茂。(中
略)　京橋より青屋口迄は松平宮内少輔忠雄。
(中略)　堀尾山城守忠晴。(後略)」

「徳川実紀」

(元和六年) 1620 五月 朔日 一忠晴様江戸ゟ御帰城、五月朔日
三月十八日「(上略) 浅野但馬・堀尾山城・池田
備中、此等は御暇に而のほられ候、(後略)」

「天英公御書」(『大日本史料』十二―三三
所収)

(元和六年) 1620 六月 一御入内、六月雅楽殿・大炊殿為御名代御上洛 「十八日都にてはけふ　女御入内し給ふ。」 「徳川実紀」

(元和九年) 1623 五月 廿五日 一両上様御上洛、五月廿五日
「十二日江戸城を御首途。(中略)　(六月)八日
御入洛あり。」

「徳川実紀」

寛永三年 1626 九月 六日 一九月六日行幸 ○ 「中宮の行啓あり。」 「徳川実紀」

寛永三年 1626 九月 十五日 一九月十五日大御台様御他界 ○
「大御台所の御方、今月(九月)十五日御逝去の
由、江戸より告来る」

「東武実録」

寛永三年 1626 閏卯月 一閏卯月ニ隠岐國ニテ至　飛鳥井少将殿遠行 ○
「飛鳥井雅賢 (中略) 寛永三年後四月十六日
卒、四十三歳」

「諸家伝」(『大日本史料』所収)

(寛永五年) 1628 卯月 十七日 一卯月十七日東照権現、御遷宮 ○
「十七日戊申、小雨降、今日東照宮祭礼也、駕
輿丁兄部四人、同沙汰人等出仕」

「孝亮宿禰日次記」

寛永八年 1631 一相国様御不例ニ付大社ニテ御祈念 ○
寛永八年七月廿四日付堀尾忠晴判物(出雲大
社文書・北島文書)

寛永九年 1632 正月 廿四日 一相国様薨御、正月廿四日亥刻 ○
正月廿四日条「廿四日之夜、亥之刻、相国様薨
去」

「本光国師日記」

寛永九年 1632 六月 九日 一神魂宮御造営　六月九日假遷宮、千家執行、 『史料綜覧』

寛永九年 1632 極月 廿九日 一松平新太郎様火事、極月廿九日夜子刻 ○
「(晦日)この夜松平新太郎光政がもとより失火
し、頗る大火及べり。」

「徳川実紀」

寛永十年 1633 正月 十一日
一正月十一日ノ夜丑刻、大地震、江戸■■■■同二月■
（以下欠）

「八日地震あり。」 「徳川実紀」

寛永十年 1633 廿日 　山城様ハ廿日ニ御果被成候、 ○
「寛永十酉九月二十日　圓成院殿高賢世肖大居
士　堀尾忠晴公　忠氏公長男」

春光院「三時回向」

寛永十年 1633 廿六日

廿六日朝隼人・伊豆・但馬・内膳致同道、雅楽様へ罷
出候へハ掃部様大炊様・讃岐様御座被成候、其座敷ニ主
殿様・美作様も御座被成候、御奉行衆様被仰渡候様子承
罷帰、下屋敷へ参候、

○
土佐山内家宝物資料館蔵「長帳」甲１５所収
文書

寛永十年 1633 廿六日
則廿六日ノ申ノ刻ニ村松監物切腹仕候、其晩ニ山城様

監物取置申候
○

「大恕玄忠居士　寛永十、九月廿六日殉于城州
公之死　松村監物」

春光院「三時回向」

(寛永十一年) 1634 四月 朔日 　四月朔日、御誕生　千勝様 ○ 石川憲之誕生 「寛政重修諸家譜」　幼名千勝

一山城様初而江戸御出、二月五日ニ松江御立、慶長十六年 1611 二月 五日

慶長元年 1596 大地震　秀次様御果

写真　「堀尾古記」（慶長九年条）
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載
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
古
記
」
を
記
し
た
存
在
が
堀
尾
氏
の
事
蹟
を
記
録
す
る
た

め
に
「
古
記
」
を
書
い
た
と
考
え
れ
ば
、
家
祖
に
あ
た
る
吉
晴
や
そ
の
祖
先
に
も
叙
述
の

重
き
が
置
か
れ
、
吉
晴
の
事
蹟
を
記
す
「
太
閤
記
」
等
を
利
用
し
て
内
容
に
盛
り
込
む
こ

と
も
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し

ろ
、
「
古
記
」
の
記
載
の
重
点
は
、
出
雲
・
隠
岐
支
配
期
か
ら
寛
永
年
間
末
ま
で
の
記
載

に
あ
り
、
そ
の
点
で
、
「
古
記
」
は
、
堀
尾
一
族
な
い
し
関
係
者
に
よ
る
記
主
自
身
に
ま

つ
わ
る
記
録
と
考
え
る
方
が
適
切
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
の
点
に
関
し
て

は
、
文
字
通
り
自
身
に
関
わ
る
事
柄
を
記
録
し
た
と
捉
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
や
は
り
「
古
記
」
の
記
主
は
、
記
載
の
中
心
で
あ
る
堀
尾
但
馬
で

あ
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
関
係
者
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
堀
尾
但
馬
の
事
蹟
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
但
馬
は
「
古
記
」
に
あ

る
よ
う
に
、
堀
尾
氏
改
易
後
に
松
江
松
平
家
に
仕
え
た
人
物
で
あ
り
、
子
孫
は
江
戸
時
代

を
通
じ
て
松
江
に
在
住
し
た
。
堀
尾
氏
支
配
期
の
発
給
文
書
か
ら
確
認
で
き
る
堀
尾
但
馬

の
実
名
は
、
方
成
な
い
し
高
成
で
あ
る
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
六
月
二
日
付
の
揖
斐

高
清
と
の
連
署
証
文
写
が
⑸

、
管
見
の
限
り
確
認
の
で
き
る
但
馬
の
最
も
早
期
の
発
給
文

書
で
あ
る
。
実
名
は
、
元
和
六
年
十
月
十
二
日
付
連
署
日
御
碕
神
領
目
録
⑹

に
お
い
て
方

成
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
元
和
七
年
と
考
え
ら
れ
る
十
一
月
二
一
日
付
連

署
書
状
⑺

で
は
高
成
と
署
判
し
、
改
名
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
元
和
九
年

三
月
十
三
日
付
連
署
書
下
⑻

で
は
、
再
び
方
成
と
記
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
後
に
前
名
に

復
す
こ
と
か
ら
、
但
馬
の
実
名
を
方
成
と
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

「
古
記
」
に
お
い
て
但
馬
の
名
が
確
認
で
き
る
の
は
、
元
和
元
年
の
記
載
で
あ
り
、
忠

晴
の
江
戸
出
立
に
久
徳
内
膳
と
共
に
随
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
発
給
文
書
よ
り

も
早
い
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
、
こ
れ
が
史
料
上
の
初
見
に
あ
た
る
。
以
下
、
元
和
四
・

族
や
家
臣
の
記
載
が
減
少
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
寛
永
十
五
年
の
松
平
直
政
の
出
雲
入
部

に
前
後
す
る
次
の
「
古
記
」
の
記
載
で
あ
る
。

史
料
Ｃ二

月
十
八
日
ニ
松
平
出
羽
守
様
出
雲
国
御
拝
領
被
成
、
同
三
月
廿
一
日
ニ
御
入
国
、

六
月
廿
三
日
ニ
但
馬
京
ヲ
立
、
七
月
二
日
ニ
松
江
参
着
、
同
六
日
ニ
御
礼
相
済
、
九

日
ニ
屋
敷
拝
領
い
た
し
候
、
十
一
日
ニ
屋
敷
へ
移
り
申
候
、
九
月
廿
七
日
ニ
子
共
京

都
ゟ
引
越
松
江
下
着
申
候
、
　
　

堀
尾
但
馬
は
、
松
平
直
政
の
出
雲
入
国
の
後
に
仕
官
の
誘
い
を
受
け
た
の
か
、
六
月
に

京
都
を
出
発
し
て
七
月
二
日
に
松
江
に
入
り
、
六
日
に
直
政
へ
の
拝
謁
と
考
え
ら
れ
る

「
御
礼
」
を
済
ま
せ
た
後
で
、
九
日
に
は
屋
敷
を
拝
領
す
る
。
十
一
日
に
そ
の
屋
敷
に

引
っ
越
し
て
、
九
月
廿
七
日
に
子
供
が
京
都
よ
り
到
着
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
十
六
年
以
降
は
少
し
づ
つ
内
容
が
淡
泊
に
な
り
な
が
ら
正
保
元
年
を
迎
え
る
が
、

元
年
の
文
言
は
必
ず
し
も
完
結
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
年
次
と
同
様
の
記

載
で
終
え
て
い
る
た
め
、
現
状
の
「
古
記
」
の
末
尾
が
、
焼
損
前
の
本
来
の
末
尾
で
あ
る

か
は
不
明
で
あ
る
⑷

。

こ
の
よ
う
に
、
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
「
古
記
」
の
内
容
を
な
ぞ
り
な
が
ら
検
討
し
て

き
た
が
、
そ
の
内
容
か
ら
窺
え
る
「
古
記
」
の
記
主
は
、
既
に
『
島
根
縣
史
』
編
纂
掛
が

指
摘
し
た
堀
尾
但
馬
で
あ
る
か
、
そ
の
関
係
者
と
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
論
拠
は
、
正
保
年
間
か
ら
遡
れ
ば
遡
る
程
に
記
載
が
淡
泊
な
も
の
で
あ
り
、
元
和

か
ら
寛
永
期
に
か
け
て
の
充
実
し
た
内
容
を
見
る
と
、
記
主
が
「
古
記
」
を
記
す
た
め
に

手
元
に
お
い
た
資
料
に
年
代
的
に
偏
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
寛
永
十
五
年

以
降
は
松
江
松
平
家
に
仕
官
し
、
と
く
に
仕
官
期
の
但
馬
家
の
動
向
に
つ
い
て
詳
細
に
記
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次
史
料
や
他
の
関
係
史
料
よ
り
確
認
で
き
た
。
先
に
み
た
表
中
の
正
誤
と
併
せ
て
考
え
れ

ば
、
作
成
の
年
次
か
ら
遠
い
冒
頭
部
分
を
除
い
て
、
「
古
記
」
の
内
容
は
か
な
り
の
信
憑

性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

（
二
）

　
記
主
の
検
討

「
古
記
」
の
記
主
に
つ
い
て
は
、
既
に
昭
和
四
年
の
『
島
根
縣
史
』
編
纂
掛
が
翻
刻
中

の
貼
紙
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
堀
尾
但
馬
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
編
纂
掛
は
、
但
馬
の

没
年
が
一
致
す
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
「
古
記
」
の
記
主
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外

の
内
容
的
な
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

現
状
残
さ
れ
て
い
る
「
古
記
」
は
、
天
正
年
間
か
ら
の
堀
尾
氏
の
事
蹟
を
整
理
し
て
記

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
が
焼
損
す
る
以
前
に
お
い
て
、
天
正
以
前
の
事
蹟
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
か
は
、
現
状
知
る
手
段
が
な
い
。
し
か
し
、
吉
晴
（
可

晴
）
の
誕
生
等
に
つ
い
て
の
文
言
が
存
在
し
た
こ
と
は
予
想
で
き
る
が
、
（
一
）
で
触
れ

た
小
田
原
合
戦
や
秀
次
の
死
去
の
文
言
か
ら
考
え
る
と
、
あ
ま
り
詳
細
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

む
し
ろ
「
古
記
」
で
中
心
を
な
す
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
以
降
の
出
雲
・
隠
岐
在
国
期
の
内
容
で
あ
る
。
五
年
以
前
の
遠
江
国

浜
松
在
城
期
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
記
載
が
な
い
の
に
対
し
て
、
以
降
は
、
仕
置
役
を
指
す

と
思
わ
れ
る
「
御
仕
置
」
や
算
用
方
の
記
載
が
存
在
し
、
「
古
記
」
の
内
容
が
明
ら
か
に

出
雲
・
隠
岐
支
配
期
の
内
容
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
「
古
記
」
の
記
主
に
つ
い
て
内
容
か
ら
考
え
て
い
く
上
で
興
味
深
い
こ
と
は
、

内
容
は
堀
尾
氏
の
出
雲
・
隠
岐
支
配
期
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
寛
永
十
年
（
一
六
三

三
）
の
堀
尾
氏
の
改
易
で
そ
の
記
載
は
終
わ
ら
ず
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
ま
で
記
載

が
続
く
こ
と
で
あ
る
。
特
に
堀
尾
氏
の
改
易
以
降
は
、
次
第
に
堀
尾
但
馬
を
除
く
堀
尾
一

府
の
処
置
の
状
況
を
書
き
送
っ
た
書
簡
で
あ
る
（
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
蔵
「
長
帳
」

甲
15
所
収
文
書
『
松
江
市
史
』
史
料
編
７
近
世
Ⅲ
所
収
堀
尾
期
史
料
56
号
）
。

史
料
Ｂ
を
み
る
と
、
九
月
廿
日
に
忠
晴
が
皮
膚
の
炎
症
で
あ
る
癰
を
悪
化
さ
せ
て
死
去

し
た
こ
と
、
廿
七
日
に
諸
大
名
を
登
城
さ
せ
た
上
で
堀
尾
氏
の
改
易
の
告
知
が
あ
り
、
併

せ
て
忠
晴
の
娘
に
男
子
誕
生
の
上
で
堀
尾
氏
の
名
跡
相
続
を
さ
せ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た

こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
廿
六
日
に
江
戸
城
西
丸
に
出
雲
か
ら
来
た
揖
斐
伊
豆
高
清
・

堀
尾
但
馬
・
久
徳
内
膳
の
三
人
、
江
戸
詰
の
小
嶋
隼
人
の
計
四
名
を
江
戸
城
西
丸
に
呼
ん

で
老
中
か
ら
改
易
と
当
年
の
物
成
の
家
臣
へ
の
保
証
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
忠
晴
の

遺
体
を
荼
毘
に
付
し
、
松
村
監
物
が
即
日
追
腹
を
切
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

両
者
を
比
べ
て
み
る
と
理
解
で
き
る
の
が
、
史
料
Ｂ
が
大
名
で
あ
る
忠
義
が
自
ら
の
立

場
で
聞
き
得
た
改
易
の
告
知
と
名
跡
相
続
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
以
外
は
、
ほ
ぼ
史
料
Ａ

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
内
容
を
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

両
者
の
唯
一
の
記
載
の
違
い
は
、
将
軍
徳
川
家
光
の
上
意
の
伝
達
場
所
の
記
載
で
あ

る
。
史
料
Ａ
で
は
、
老
中
酒
井
雅
楽
頭
忠
世
邸
で
堀
尾
家
臣
四
名
に
対
し
て
上
意
が
仰
せ

渡
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
Ｂ
で
は
江
戸
城
西
の
丸
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
当
時
西
の
丸
留
守
居
で
あ
っ
た
忠
世
の
屋
敷
は
、
西
の
丸
に
あ
り
（
「
本
光
国
師
日

記
」
寛
永
九
年
五
月
十
一
日
条
『
新
訂
本
光
国
師
日
記
』
七
所
収
）
、
従
っ
て
、
史
料
Ａ

と
Ｂ
も
実
質
的
に
同
じ
場
所
を
伝
達
場
所
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
古
記
」
の
文
言
が
山
内
忠
義
が
記
し
た
一
次
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
こ
と
を
意
味

し
、
「
古
記
」
の
文
言
の
正
確
さ
を
示
し
て
い
る
。

他
に
も
朝
廷
の
女
官
を
含
ん
だ
公
家
の
醜
聞
事
件
で
あ
る
猪
熊
事
件
に
よ
っ
て
、
飛
鳥

井
雅
賢
が
慶
長
十
四
年
に
隠
岐
に
流
罪
に
処
せ
ら
れ
、
寛
永
三
年
閏
四
月
に
死
去
す
る
事

態
も
、
隠
岐
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
「
古
記
」
は
記
し
て
い
る
（
表
１
参
照
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
古
記
」
の
内
容
が
歴
史
的
事
実
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
こ
と
が
一
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載
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
古
記
」
を
記
し
た
存
在
が
堀
尾
氏
の
事
蹟
を
記
録
す
る
た

め
に
「
古
記
」
を
書
い
た
と
考
え
れ
ば
、
家
祖
に
あ
た
る
吉
晴
や
そ
の
祖
先
に
も
叙
述
の

重
き
が
置
か
れ
、
吉
晴
の
事
蹟
を
記
す
「
太
閤
記
」
等
を
利
用
し
て
内
容
に
盛
り
込
む
こ

と
も
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し

ろ
、
「
古
記
」
の
記
載
の
重
点
は
、
出
雲
・
隠
岐
支
配
期
か
ら
寛
永
年
間
末
ま
で
の
記
載

に
あ
り
、
そ
の
点
で
、
「
古
記
」
は
、
堀
尾
一
族
な
い
し
関
係
者
に
よ
る
記
主
自
身
に
ま

つ
わ
る
記
録
と
考
え
る
方
が
適
切
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
の
点
に
関
し
て

は
、
文
字
通
り
自
身
に
関
わ
る
事
柄
を
記
録
し
た
と
捉
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
や
は
り
「
古
記
」
の
記
主
は
、
記
載
の
中
心
で
あ
る
堀
尾
但
馬
で

あ
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
関
係
者
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
堀
尾
但
馬
の
事
蹟
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
但
馬
は
「
古
記
」
に
あ

る
よ
う
に
、
堀
尾
氏
改
易
後
に
松
江
松
平
家
に
仕
え
た
人
物
で
あ
り
、
子
孫
は
江
戸
時
代

を
通
じ
て
松
江
に
在
住
し
た
。
堀
尾
氏
支
配
期
の
発
給
文
書
か
ら
確
認
で
き
る
堀
尾
但
馬

の
実
名
は
、
方
成
な
い
し
高
成
で
あ
る
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
六
月
二
日
付
の
揖
斐

高
清
と
の
連
署
証
文
写
が
⑸

、
管
見
の
限
り
確
認
の
で
き
る
但
馬
の
最
も
早
期
の
発
給
文

書
で
あ
る
。
実
名
は
、
元
和
六
年
十
月
十
二
日
付
連
署
日
御
碕
神
領
目
録
⑹

に
お
い
て
方

成
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
元
和
七
年
と
考
え
ら
れ
る
十
一
月
二
一
日
付
連

署
書
状
⑺

で
は
高
成
と
署
判
し
、
改
名
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
元
和
九
年

三
月
十
三
日
付
連
署
書
下
⑻

で
は
、
再
び
方
成
と
記
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
後
に
前
名
に

復
す
こ
と
か
ら
、
但
馬
の
実
名
を
方
成
と
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

「
古
記
」
に
お
い
て
但
馬
の
名
が
確
認
で
き
る
の
は
、
元
和
元
年
の
記
載
で
あ
り
、
忠

晴
の
江
戸
出
立
に
久
徳
内
膳
と
共
に
随
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
発
給
文
書
よ
り

も
早
い
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
、
こ
れ
が
史
料
上
の
初
見
に
あ
た
る
。
以
下
、
元
和
四
・

族
や
家
臣
の
記
載
が
減
少
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
寛
永
十
五
年
の
松
平
直
政
の
出
雲
入
部

に
前
後
す
る
次
の
「
古
記
」
の
記
載
で
あ
る
。

史
料
Ｃ二

月
十
八
日
ニ
松
平
出
羽
守
様
出
雲
国
御
拝
領
被
成
、
同
三
月
廿
一
日
ニ
御
入
国
、

六
月
廿
三
日
ニ
但
馬
京
ヲ
立
、
七
月
二
日
ニ
松
江
参
着
、
同
六
日
ニ
御
礼
相
済
、
九

日
ニ
屋
敷
拝
領
い
た
し
候
、
十
一
日
ニ
屋
敷
へ
移
り
申
候
、
九
月
廿
七
日
ニ
子
共
京

都
ゟ
引
越
松
江
下
着
申
候
、

　
　

堀
尾
但
馬
は
、
松
平
直
政
の
出
雲
入
国
の
後
に
仕
官
の
誘
い
を
受
け
た
の
か
、
六
月
に

京
都
を
出
発
し
て
七
月
二
日
に
松
江
に
入
り
、
六
日
に
直
政
へ
の
拝
謁
と
考
え
ら
れ
る

「
御
礼
」
を
済
ま
せ
た
後
で
、
九
日
に
は
屋
敷
を
拝
領
す
る
。
十
一
日
に
そ
の
屋
敷
に

引
っ
越
し
て
、
九
月
廿
七
日
に
子
供
が
京
都
よ
り
到
着
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
十
六
年
以
降
は
少
し
づ
つ
内
容
が
淡
泊
に
な
り
な
が
ら
正
保
元
年
を
迎
え
る
が
、

元
年
の
文
言
は
必
ず
し
も
完
結
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
年
次
と
同
様
の
記

載
で
終
え
て
い
る
た
め
、
現
状
の
「
古
記
」
の
末
尾
が
、
焼
損
前
の
本
来
の
末
尾
で
あ
る

か
は
不
明
で
あ
る
⑷

。

こ
の
よ
う
に
、
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
「
古
記
」
の
内
容
を
な
ぞ
り
な
が
ら
検
討
し
て

き
た
が
、
そ
の
内
容
か
ら
窺
え
る
「
古
記
」
の
記
主
は
、
既
に
『
島
根
縣
史
』
編
纂
掛
が

指
摘
し
た
堀
尾
但
馬
で
あ
る
か
、
そ
の
関
係
者
と
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
論
拠
は
、
正
保
年
間
か
ら
遡
れ
ば
遡
る
程
に
記
載
が
淡
泊
な
も
の
で
あ
り
、
元
和

か
ら
寛
永
期
に
か
け
て
の
充
実
し
た
内
容
を
見
る
と
、
記
主
が
「
古
記
」
を
記
す
た
め
に

手
元
に
お
い
た
資
料
に
年
代
的
に
偏
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
寛
永
十
五
年

以
降
は
松
江
松
平
家
に
仕
官
し
、
と
く
に
仕
官
期
の
但
馬
家
の
動
向
に
つ
い
て
詳
細
に
記



〔23〕

松
江
藩
七
里
飛
脚
と
本
陣
の
機
能

大
津
　
瞳

は
じ
め
に

本
稿
は
、
日
本
近
世
に
お
い
て
運
輸
・
通
信
業
務
を
担
っ
た
飛
脚
の
う
ち
、
大
名
飛
脚

で
あ
る
松
江
藩
の
七
里
飛
脚
を
取
り
上
げ
、
そ
の
制
度
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。

近
年
、
飛
脚
に
つ
い
て
は
、
三
都
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
繋
ぐ
江
戸
三
度
飛
脚
が
奥
州

に
進
出
す
る
様
相
を
分
析
し
た
巻
島
隆
氏
の
研
究
⑴

、
幕
末
の
加
賀
藩
御
用
飛
脚
を
対
象

に
、
御
用
飛
脚
が
藩
の
情
報
収
集
源
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
堀
井

美
里
氏
の
研
究
⑵

な
ど
、
町
人
身
分
の
飛
脚
に
よ
る
経
済
活
動
・
情
報
収
集
活
動
に
注
目

し
た
研
究
が
活
発
で
あ
る
。
一
方
、
大
名
飛
脚
に
関
し
て
は
、
藤
村
潤
一
郎
氏
に
よ
る
一

連
の
基
礎
的
な
研
究
⑶

の
中
で
、
尾
張
藩
・
紀
伊
藩
・
松
江
藩
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
松
江
藩
の
七
里
飛
脚
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
藤
村
氏

の
研
究
が
あ
り
⑷

、
尾
張
藩
や
紀
伊
藩
と
同
様
に
、
七
里
飛
脚
が
街
道
上
の
宿
に
設
置
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ら
に
①
御
飛
脚
者
居
所
、
②
吟
味
役
人
詰
所
、
③
御
飛
脚
受
場
所

と
い
う
三
種
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
考
察
に
は

及
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
飛
脚
の
差
異
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ

れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
取
扱
う
史
料
は
、
松
江
藩
主
の
参
勤
交
代
時
に
本
陣
を
勤
め
た
家
に
残

さ
れ
た
御
用
留
、
書
状
等
で
、
具
体
的
に
は
美
作
国
大
庭
郡
久
世
宿
本
陣
で
あ
っ
た
景
山

清
家
文
書
⑸

、
近
江
国
栗
太
郡
草
津
宿
本
陣
の
田
中
七
左
衛
門
家
の
文
書
（
木
屋
本
陣
文

書
）⑹
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
景
山
家
は
宝
暦
年
間
（
一
八
世
紀
半
ば
）
よ
り
美
作
国
大
庭
郡
久
世
宿
の

本
陣
を
務
め
た
家
で
、
史
料
に
は
松
江
藩
主
の
参
勤
交
代
時
や
本
陣
職
に
関
す
る
御
用

留
、
書
状
が
あ
る
。
出
雲
街
道
の
中
間
地
に
位
置
し
、
街
道
を
利
用
す
る
松
江
藩
の
専
用

本
陣
で
あ
っ
た
が
、
時
に
は
津
山
藩
主
や
幕
府
の
巡
見
使
も
利
用
し
て
い
た
。

ま
た
、
草
津
宿
の
田
中
家
は
、
同
宿
に
二
軒
あ
っ
た
本
陣
の
う
ち
田
中
七
左
衛
門
本
陣

（
副
業
に
材
木
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
史
料
上
で
は
木
屋
本
陣
の
通
称
が
あ
る
）
を

指
す
。
も
う
一
方
の
名
称
は
田
中
九
蔵
本
陣
で
あ
る
。
以
下
、
論
文
中
に
出
て
く
る
「
田

中
家
」
は
、
断
り
が
な
い
限
り
田
中
七
左
衛
門
本
陣
の
方
を
示
す
。
草
津
宿
は
東
海
道
・

中
山
道
の
分
岐
点
に
当
た
る
た
め
、
様
々
な
人
々
が
利
用
し
て
い
た
。
天
保
七
年
に
七
左

衛
門
本
陣
が
記
し
た
「
御
得
意
様
万
書
貫
帳
」
に
は
、
西
国
の
諸
大
名
二
四
八
家
が
記
載

さ
れ
て
い
る
⑺

。
他
に
も
、
日
光
例
幣
使
や
朝
鮮
通
信
使
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の

皇
女
和
宮
下
向
の
際
に
宿
泊
所
を
供
し
て
い
た
。
草
津
宿
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に

草
津
川
決
壊
に
よ
る
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
、
そ
れ
以
前
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
同
家
に
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
か
ら
明
治
七
年
（
一
八
七

四
）
に
至
る
ま
で
の
百
八
十
冊
余
り
の
「
大
福
帳
」
に
、
木
屋
本
陣
に
休
泊
し
た
大
名
や

公
家
な
ど
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
詳
細
な
休
泊
状
況
が
分
か
る
。
そ
の
他

に
、
「
雲
州
様
御
用
」
と
し
て
七
里
役
所
を
請
け
負
っ
た
際
の
史
料
群
が
一
括
し
て
箱
に

納
め
ら
れ
て
い
る
。
「
木
屋
本
陣
文
書
」
の
う
ち
本
稿
で
は
、
こ
の
七
里
役
所
に
関
す
る

史
料
を
主
に
分
析
対
象
と
し
て
扱
っ
た
。

〔22〕

注⑴
　
『
島
根
縣
史
』
八
（
島
根
県
学
務
部
島
根
県
史
編
纂
掛
、
一
九
二
九
年
）

⑵
　
『
新
修
　
島
根
県
史
』
史
料
編
二
所
収
（
近
世
上
）
（
島
根
県
、
一
九
六
五
年
）

⑶
　
「
古
記
」
寛
永
十
年
九
月
条

⑷
　
私
見
を
述
べ
る
と
、
む
し
ろ
末
尾
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

⑸
　
内
神
社
文
書
（
『
八
束
郡
誌
』
所
収
）

⑹
　
日
御
碕
神
社
蔵
文
書
Ⅰ
（
『
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料
』
所
収
）

⑺
　
北
島
家
蔵
文
書
（
『
松
江
市
史
』
史
料
編
７
近
世
Ⅲ
所
収
堀
尾
期
史
料
46
号
）

⑻
　
須
恵
都
久
神
社
文
書
（
東
大
史
料
編
纂
所
影
写
本
）

尚
、
「
堀
尾
古
記
」
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
堀
尾
秀
樹
氏
、
新
庄
正
典
氏
の
協
力
を

え
た
。

（
さ
さ
き

　
み
ち
ろ
う

　
大
正
大
学
文
学
部
教
授
）

（
こ
や
ま

　
さ
ち
こ

　
松
江
市
歴
史
ま
ち
づ
く
り
部
史
料
編
纂
課
副
主
任
）

六
・
九
年
・
寛
永
五
年
に
も
忠
晴
の
上
洛
や
江
戸
下
向
に
随
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
仕
置

役
に
も
元
和
七
年
に
就
任
し
、
以
下
元
和
八
年
・
寛
永
元
・
三
・
六
年
に
も
務
め
て
い

る
。
但
馬
方
成
の
活
動
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
方
成
は
、
堀
尾
氏
の
出
雲
・
隠
岐
入
国
時

に
忠
氏
・
吉
晴
と
共
に
入
国
し
た
家
臣
層
の
次
の
世
代
に
属
し
、
忠
晴
と
前
後
す
る
年
齢

で
、
忠
晴
の
成
長
と
共
に
活
発
に
活
動
し
、
松
平
家
に
仕
官
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
堀
尾
但
馬
方
成
の
事
蹟
を
確
認
で
き
た
。
そ
の
中
で
確
認
で
き
た
こ

と
は
、
方
成
の
活
動
が
「
古
記
」
の
詳
細
な
箇
所
と
付
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

も
記
主
を
堀
尾
方
成
な
い
し
そ
の
関
係
者
と
す
る
根
拠
に
な
り
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
「
堀
尾
古
記
」
の
翻
刻
に
よ
る
紹
介
と
、
そ
の
内
容
の
信
憑
性
や
記

主
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
古
記
」
の
内
容
の
信
憑
性
は
、

他
の
史
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
冒
頭
の
慶
長
五
年
以
前
に
お
い
て
は
高
く
な
い
が
、
そ
れ

以
後
の
時
期
を
記
す
部
分
に
つ
い
て
は
、
高
い
信
憑
性
を
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
記
主
に

つ
い
て
も
、
昭
和
初
期
に
『
島
根
縣
史
』
編
纂
掛
が
行
っ
た
比
定
と
異
な
る
こ
と
は
な

く
、
堀
尾
但
馬
方
成
に
よ
る
も
の
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
方
成
本
人
あ
る
い
は
そ
の
関

係
者
が
書
き
記
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
「
古
記
」
の
成
立
時
期
の
問
題
だ
が
、
紙
質
的
に
は
問
題
が
な
く
、
挟
み
込

ま
れ
て
い
た
同
筆
と
考
え
ら
れ
る
断
簡
等
の
存
在
か
ら
考
え
て
、
但
馬
自
身
な
い
し
そ
の

関
係
者
が
、
正
保
年
間
な
い
し
、
そ
の
遠
く
な
い
時
期
に
記
し
た
と
考
え
る
ベ
き
も
の
と

思
わ
れ
る
。


